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令和６年度予算審査特別委員会（第９回） 

 

令和６年３月１９日（火曜日）午前１０時００分   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 議案第 ４号 令和６年度七飯町一般会計予算 

 議案第 ５号 令和６年度七飯町国民健康保険特別会計予算 

 議案第 ６号 令和６年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第 ７号 令和６年度七飯町介護保険特別会計予算 

 議案第 ８号 令和６年度七飯町水道事業会計予算 

 議案第 ９号 令和６年度七飯町下水道事業会計予算 

  １.町長への総括質疑について 

  ２.各会計予算の採決について 

  ３.報告書へ記載する事項について 

  ４.その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長   川 上 弘 一      副委員長   澤 出 明 宏 

   委  員   神 﨑 和 枝      委  員   江 口 勝 幸 

   委  員   佐々木 陵 二      委  員   田 村 敏 郎 

   委  員   稲 垣 明 美      委  員   中 川 友 規 

   委  員   平 松 俊 一      委  員   上 野 武 彦 

   委  員   池 田 誠 悦      委  員   川 村 主 税 

   ───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（１名） 

   委  員   青 山 金 助  

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無   無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（３名） 

   町 長  杉 原   太     副 町 長  工 藤   稔 

   教 育 長  與 田 敏 樹  

   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長  広 部 美 幸     書 記  山 本 翔 大 

   書 記  伊 東 宏 樹 
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午前１０時００分 開議 

○川上委員長 皆様、おはようございます。 

 定刻になりましたので、ただいまより、令和６

年度予算審査特別委員会第９回目を開催いたしま

す。 

 本日は、町長への総括質疑を行います。 

 町長、副町長、教育長に出席を求めてございま

す。 

 まず、正副委員長、事務局で、総括質問の案を

つくりました。あらかじめ皆様のお手元に届いて

いると思いますが、お目を通していただきたいと

思います。 

 今回は、町長への総括質疑は２０項目になって

ございます。 

 大体目を通されたと思いますけれども、質問事

項については、この２０項目でよろしいでしょう

か。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、この２０項目につきま

して進めていきたいと思います。 

 休憩いたしまして、町長を迎え入れましたら、

私のほうで一括質疑をいたしますので、一括して

町長のほうから答弁をもらいまして、その答弁に

対しまして、１問ずつ皆様からの質問を受けてま

いりたいと思いますが、この流れでよろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 異議なしということで、この流れ

で進めていきたいと思います。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

午前１０時０１分 休憩 

────────────── 

午前１０時０２分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 杉原町長、工藤副町長、與田教育長、御苦労さ

までございます。 

 これより、町長への総括質疑を行っていきたい

と思います。 

 まず、私のほうから一括質問いたしますので、

一括して答弁をお願いいたします。 

 それでは、令和６年度予算審査特別委員会の町

長への総括質疑事項を読み上げます。 

 １、庁舎電気設備の修繕料が計上されている

が、今後４０年以上、町民の生活を問題なく支援

するための施設強化を行うことが必要である。役

場本庁舎の現状調査を確実に行い、修繕・補強の

管理計画を立案すべきであると思うが、その考え

方について。 

 ２、公共施設の現状調査を基に今後の施設対策

を検討すべきであると思うが、その考え方につい

て。 

 ３、職員研修費について。もっと多くの職員の

スキルアップをしたほうがよいと思うが、その考

え方について。 

 ４、防災行政無線管理費について。災害が起き

た際に、電波基地局が使えない場合、防災無線へ

の対応の考え方について。 

 ５、活力あるまちづくり補助金への考え方につ

いて。 

 ①新年度予算を４００万円にした経緯と、審査

基準への考え方について。要望があれば増額する

のか。 

 ②継続活動支援助成金は、一度採択されると発

展的に拡大されると認められた場合、助成金額が

対象経費の８０％以内、限度額が５０万円とある

が、その発展的に拡大と認める際の判断の考え方

について。 

 ③草刈りや花壇などの環境整備の取組と、イベ

ント的な事業を分けることが望ましいと考える

が、その考え方について。 

 ６、七飯町ゼロカーボン推進協議会委員報償費

は、公共施設への具体的採用を提言できる専門家

を充てるべきであると考えるが、その考え方につ

いて。 

 ７、健康センター（アップル温泉）の管理運営

について。正職員を配置しなくてもよいのか。ま

た黒字運営に向けた改善策への考え方について。 

 ８、北海道アイヌ振興対策事業推進協議会負担

金について。環境生活課で計上されているが、政

策推進課が所管すべきと思うが、その考え方につ

いて。 

 ９、廃棄物の処理費について。一般廃棄物最終

処分場の延命を図る予算になっているが、新しく
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最終処分場を整備するまでの間、現在の最終処分

場で処理が可能なのか。 

 １０、地域計画策定に当たっては、他市町では

１年半から２年かけて取り組んでいるが、来年３

月までに十分な意見交換や協議はできるのか。 

 １１、ななえあかまつ街道納涼祭補助金につい

て。町長は昨年納涼祭の際、２日間開催を町民の

前で公言していたが、事業費について折り合いが

つかないまま予算計上しているが、その考え方に

ついて。また、補助金２分の１ルールの規定がな

いことが判明したが、早急に整備する考えはある

か。 

 １２、特産品ＰＲ事業及び観光費について。地

域活性化企業人の予算がついてないが、課長の答

弁では引き続き取り組んでいくとあったが、その

考えについて。 

 １３、除雪車両購入費を計上されているが、直

営班をやめ民間への委託業務とすべきであると思

うが、その考え方について。 

 １４、中学校長寿命化改修工事の際に、ＺＥＢ

（建築室内でのエネルギー消費を減らす）を同時

に行うべきであると思うが、その考え方につい

て。 

 １５、新しく建設予定の体育館について。社会

教育施設整備検討委員会を開き、ヒアリングを行

い、９月までに基本構想を示したいとの答弁が

あったが、その考え方について。 

 １６、令和５年度の施政方針で、町民待望の図

書館とスポーツセンターの基本構想、基本計画に

着手してまいりますとして、検討委員会まで立ち

上げたにもかかわらず、突然の方針転換で先延ば

しするのはなぜか。その考え方について。 

 １７、耐震化がなされている七飯中学校の長寿

命化工事を優先するのはなぜか。その考え方につ

いて。 

 １８、数年先まで受入れが可能とされている一

般廃棄物最終処分場を優先し、図書館及びスポー

ツセンターの建設を先延ばししたのはなぜか。そ

の考えについて。 

 １９、大沼湖畔駅伝について。コロナ禍前の開

催方法を望む声が多いが、その考え方について。 

 ２０、現在予定されている各種大型事業の実施

を反映した今後１０年間の財政推計では、令和１

２年には基金残高が７億円を切るとの計画が示さ

れたが、どのように考えているか。 

 以上、２０項目にわたる質問に対して、町長よ

り答弁をお願いいたします。 

 町長。 

○杉原町長 おはようございます。 

 それでは、予算審査特別委員会における総括質

疑に対して、お答えしてまいります。 

 まず、１点目でございますが、役場庁舎の修繕

等は、令和元年９月に七飯町役場庁舎個別施設計

画を策定し、修繕の優先箇所を定めております。 

 建物躯体では屋根と外壁のれんが、電気設備で

は受変電設備と通信・情報防災機能、機械設備で

は消火設備、この対策を最優先に進めることとし

ております。 

 設備等の法定点検に加え、設備の機能や劣化、

損耗等の不良箇所の早期発見に努めて修繕してお

り、令和６年度に引き続き受変電設備の修繕を行

います。 

 役場庁舎全体の修繕補強についての、計画立案

については、二つのポイントがありますが、一つ

目として、行政サービスの根幹のほか防災拠点と

なる施設であり、重要な施設であることから、日

頃からのメンテナンスをしっかり実施していく考

えでございます。２点目には、ほかの様々な施設

の改修事業もありますが、次期総合計画への反映

に向けての準備を進め、対応していく考えでござ

います。 

 ２点目について、公共施設の現状を調査し、計

画的な修繕や予防保全等を行っていく考え方につ

いては、町も同じ考えでございまして、必要であ

ると感じているところでございます。 

 今後について、町の公共施設の老朽化対策を確

実に進めてまいりたいと考えておりますので、御

理解いただきたいというふうに考えております。 

 ３点目ですが、職員研修は、職員の基本的な研

修のほか、課題の発見力や課題解決力などの能力

向上として、職場で生かす創造性開発研修、業務

改善手法研修、折衝力・交渉力強化研修、コミュ

ニケーション能力の向上研修などの能力向上に加

え、戸籍や税などの各種専門分野の研修参加が主
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な内容となっております。 

 職員のスキルアップは、自発的に行動する職員

の意識改革が重要です。それぞれの職員の自己研

さんを促す方法として、民間主催の研修会参加や

地域が自ら考え行動するような地域のイベントへ

の参加が考えられることから、研修会や当該イベ

ント開催などの情報を職員に周知し、参加を促し

てまいります。 

 新年度は、町職員と北海道職員との相互交流を

再開する予定でございます。町以外の職場での貴

重な経験を通じて、職員の能力向上を図ってまい

ります。 

 また、道外で行われる物販関連のイベント参加

にあっては、担当課職員以外にも広く参加できる

ように調整し、職員の能力向上を図ってまいりま

す。 

 ４点目ですけれども、４点目御質問の電波基地

局が使えない場合という想定が、どの程度の災害

にということにもよりますけれども、いわゆるブ

ラックアウトのような単純な停電であれば、全て

の電波基地局で非常用電源装置を備えているほ

か、当町の防災行政無線設備も非常用電源装置に

より、７２時間程度はその機能を維持するように

なっております。 

 一方で、電波基地局そのものが災害により破壊

されたような場合は、それらが復旧するまでの間

は、スピーカーつき巡回広報車８台や、またポー

タブルで２台簡易に設置できるものがありますの

で、１０台の巡回広報車による広報、それから公

共放送ですね、ＮＨＫのデータ放送や防災協定締

結先であるコミュニティＦＭ、ＦＭいるかによる

緊急放送などを最大限活用して、緊急情報を迅速

に住民周知したいというふうに考えております。 

 ５点目については、①から③までございます

が、まとめてお答えさせていただきます。 

 活力のあるまちづくり助成金は、七飯町まちづ

くり推進条例に規定されているとおり、自ら考え

行動し、汗を流す町民の主体的まちづくり活動に

対して支援することを、その趣旨としています。 

 今回の予算で４００万円の予算を計上した経緯

ですが、令和５年中に３件のイベント活動支援助

成金の交付があり、その３件が全て令和６年度に

継続活動支援助成金の交付対象となった場合に、

最大で１５０万円というふうになること。また、

町内会等から申請される地域環境整備支援助成金

の申請が例年６０万円程度見込まれていること。

さらに令和５年度において、ほかにもイベント活

動支援助成金の御相談があった部分を考慮しまし

て、予算の不足から、令和５年には申請を断念さ

れているという状況もあったことから、今回は４

００万円の総額の予算を計上させていただいたも

のでございます。 

 また、審査については、現在、４名のまちづく

り推進会議の委員の方に、それぞれ３５点満点の

まちづくり活動事業計画評価シートで、申請者の

プレゼンテーションを採点していただき、全委員

の平均点が２１点以上となった場合に、助成事業

として決定されることとなってございますが、そ

の審査基準となる審査要領等につきましては、発

展的に拡大されると認める際の判断の考え方も含

めまして、新年度に速やかに総務経済常任委員会

において御協議させていただき、再精査させてい

ただきたいというふうに考えております。 

 また、その再審査が完了するまでは、地域環境

整備活動支援助成金以外の助成金については執行

せず、今後についても地域環境活動支援助成金と

その他の助成金については、予算額を分けて執行

していきたいというふうに考えております。 

 なお、要望があれば増額するのかとのお尋ねで

すが、この事業は予算の範囲内で助成するもので

ございまして、当然予算がなくなった時点で助成

事業は終了いたしますが、コロナ禍において多く

のイベントを自粛していた影響からか、近年は既

存の予算の２００万円を超える御相談があるよう

になっており、その状況に合わせて、このたびは

当初予算の増額を考えたものでございます。当分

の間はこの予算規模で状況を見つつ、予算の執行

状況と財政状況を鑑みながら、予算規模を検討し

てまいりたいと考えております。 

 ６点目ですけれども、七飯町ゼロカーボン推進

協議会委員は、地方公共団体実行計画（区域施策

編）を策定する委員で、その委員の選定基準は、

国が示している実行計画（区域施策編）の策定の

具体的手順に基づき、住民代表、事業者、脱炭素
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に精通する有識者を委員として選定するものでご

ざいます。そのようなことから、七飯町ゼロカー

ボン推進協議会委員は、七飯町全域の脱炭素社会

実現に向けた取組を、町民・事業者・行政が一体

となって進めていく再生可能エネルギーの導入、

省エネルギーの促進、緑化推進、廃棄物等の発生

抑制、循環型社会の形成、脱炭素の促進区域、環

境配慮に関する方針を検討していただくもので、

策定後の公共施設への対応については、具体的採

用を提言できる専門家に相談することというふう

に、策定後の部分では考えているということでご

ざいます。 

 ７点目ですが、健康センターアップル温泉の管

理・運営について、正職員を配置しなくてよいの

かということでございますが、平成１１年４月の

開業時から平成１２年３月までの１年間は、係長

職を配置しておりましたが、その後、正職員は配

置せず、現在も６名の会計年度任用職員を配置し

ております。 

 その中で、正職員を配置していないことによ

り、現場での課題に対する判断や重要な施設運営

に関する課題が、役場のほうに正確に伝わらない

とか、管理運営の課題や利用者の声から、集客向

上に資する企画立案などに、なかなか会計年度任

用職員だけでは進まないというような課題もござ

いますが、現在は、所管係が定期的に健康セン

ターに足を運び、また現場からは電話やメールに

より、課題や改善点などについて、意見交換を行

い、意思決定を行っている状況でございます。 

 その部分で、やはりスピード感がないというよ

うな課題もございますので、そういう意味では、

サービスの向上や集客拡大に向けた企画立案な

ど、意思決定における権限など、現場の判断で運

営が進められるように、指定管理者の導入を念頭

に、施設の運営の管理の改善を進めてまいりたい

というふうに考えております。 

 また、黒字運営に向けた改善策への考え方とい

うことで、健康センターについては、民間企業と

同様の市場規律や経営の考え方に基づき、町の財

政負担を圧縮しつつ、合理的かつ効果的な管理運

営が求められるという課題と、その一方では、町

民の皆様の心身の保養と健康を推進し、地域社会

の振興を図る公の施設、かつ地域の公衆浴場の公

衆衛生の役割も担う性格による公費でも負担すべ

き管理運営の性質があるというふうに考えており

まして、指定管理者による民間活力の導入を検討

したいというふうに考えております。 

 ８点目についてですが、アイヌ振興対策事業推

進協議会という部分で、北海道におけるアイヌ生

活向上関連施策事業を促進することにより、アイ

ヌの皆さんの生活向上及び福祉に寄与することを

目的としたこの協議会でありまして、アイヌ振興

に関わる総合的かつ政策的な事業を実施しており

ます。 

 アイヌ施策推進に関する北海道の所管は、環境

生活部アイヌ政策推進局、そして渡島総合振興局

は、環境生活課道民生活係であることから、七飯

町も所管を環境生活課とすることにより、アイヌ

施策事業に関する円滑な情報の共有が図ることが

でき、またその情報を環境生活課から、庁内各関

係課へ包括的に情報共有が図れる考えでございま

す。 

 また、各アイヌ振興に関わるそれぞれの事業に

関しましては、それぞれの所管課のほうで対応し

ていくという考えでございますので、北海道アイ

ヌ振興対策事業推進協議会負担金の予算について

は、環境生活課のほうで計上してまいりますの

で、御理解いただきたいというふうに思っており

ます。 

 ９点目ですけれども、現在の一般廃棄物最終処

分場について、平成２８年度に実施した七飯町ク

リーンセンター延命化計画対策委託業務により、

延命化した場合の推定埋立て可能年数は、令和１

４年２月までと算出されております。また、新し

く整備する一般廃棄物最終処分場は延命化後の現

在の最終処分場の埋立て可能年数である、令和１

４年２月の前年度である令和１２年度中までに完

成させ、令和１３年度から供用開始を目指す計画

でございます。 

 新しく最終処分場を整備するまでの間、現在の

最終処分場で処理が可能であるというふうに、延

命化を図ることによって可能であるというふうに

考えております。 

 １０点目ですけれども、地域農業経営基盤強化
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促進計画、いわゆる地域計画についてですが、農

業経営基盤強化促進法等の改正法が施行されまし

て、令和７年３月末までに策定することというふ

うにされております。 

 農業の将来の在り方として、地域農業を持続さ

せていくことが求められており、七飯町における

地域計画策定のために、農業委員会で農業者、農

地所有者の皆様へ、農業経営に関する今後の意向

等について現在調査を進めております。調査結果

などを踏まえ、農業委員会、農林水産課をはじ

め、農業者、関係団体等による１０年後の目指す

べき農地利用の姿を協議し、令和７年３月末まで

の地域農業経営基盤強化促進計画策定に向けて、

進めてまいります。 

 １１点目でございます。昨年のあかまつ街道納

涼祭は、コロナ明けということで、商工会も２日

間日程で行いたかったけれども、１日日程でとい

うふうに開催されました。町としても、来年度は

通常どおりの２日開催を期待するという意味で、

御挨拶もさせていただきました。 

 予算審査特別委員会追加要求資料にもございま

すが、令和５年１２月１１日に、商工会の皆様か

ら要望書が提出された際にも、商工会の望んでい

る２日間の開催で、警備とか物価上昇等のかかる

経費、全てを積算していただいて、補助金は総事

業費の２分の１程度としたいというふうにお話を

させていただきました。そして、そのほかに役場

駐車場や、大中山コモンの駐車場を開放し、町の

あかまつバスをシャトルバスとして、駐車場から

のそういう送迎だとかという部分では協力してい

きたいというお話をさせていただきました。 

 従前からイベントを主体的に実行する団体の事

業に対しては、商工会に限らず、事業費の２分の

１程度としておりまして、商工会からは２日間日

程での開催の経費として、約５００万円の要望が

されておりましたので、２５０万円２分の１とい

うことで、補助金額を予算計上させていただいて

おります。 

 納涼祭は湖水まつりと並んで、七飯町の夏のイ

ベントとして、今もう定着しまして、町民だけで

はなく近隣市町からもたくさん御来場をいただい

ており、開催内容については、引き続き商工会と

協議してまいりたいと考えております。 

 また、補助金に関しまして、七飯町の補助金交

付規則はございますが、補助金の率２分の１と規

定したものは、今このイベントの部分で特にござ

いません。現在行われている町の大きなイベント

である湖水まつり、ハロウィン、納涼祭も従前か

ら２分の１ということの中で、御協力をいただい

てきたものでございますが、基本的には事業主体

である皆さんとともにということで、２分の１の

部分で補助事業は進めてまいりたいというふうに

は考えておりますが、各イベントの開催に関して

は、各団体とも協賛金の確保、経費の削減に努力

されてきたということに改めて感謝申し上げます

し、なかなか協賛金も集まらないというような、

大変厳しい状況であるということも認識している

ところでございます。 

 今後は、公正・公平なルールを明確にというこ

とでございますので、他の自治体の例を参考に、

イベント補助に関する交付要項を、今年度中に策

定してまいりたいと考えております。 

 １２点目でございます。地域おこし協力隊とと

もに、地域活性化企業人という制度があります

が、地域活性化企業人は、３大都市圏に所在する

民間企業等の社員を、一定期間町で受け入れ、そ

のノウハウや知見を生かしながら地域活性化を図

るもので、その取組に対しては特別交付税が措置

されます。令和５年度予算にその経費を計上させ

ていただきましたが、予定した企業の御都合によ

り、派遣することがかなわなかったということで

ございます。令和６年１月にその企業と改めて懇

談させていただき、令和６年度の実施に向けて、

御相談させていただきましたが、まだ体制が整っ

ていないとのことで、予算の計上は今年度は見

送ったところでございます。 

 その企業とは、現在も定期的に意見交換を行っ

ておりますことから、できれば七飯町とゆかりの

ある企業にお願いしたいとの思いはありますが、

企業側の御都合もございますので、これはあくま

でも企業のスキルを持った職員の方が地域で企業

とも連携しながら、地域をおこしてくださるとい

う事業でございますので、即戦力になるというよ

うな、本当に期待していた事業でございますが、
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企業自体のコロナ禍明けだとか、いろいろな今、

経済的な事情もございまして、これからも特定の

企業だけではなく、首都圏にある、例えば旅行の

エージェント会社だとか、あるいは商品の開発だ

とか販売だとか、そういうような取り組んでいる

ような企業様と御相談をしながら、幅広に考え

て、商工労働観光課長の答弁のとおり、引き続き

取り組んでまいりたいと、七飯町の地域の活性化

というふうに取り組んでまいりたいというふうに

考えておりますので、御理解いただきたいという

ふうに思います。 

 １３点目ですけれども、除雪車両の購入費につ

きましては、現在直営作業で使用して経年劣化で

故障頻度も高いホイールローダーを、国から交付

される社会資本整備総合交付金を財源として更新

するものでございます。このホイールローダー

は、冬期の除排雪作業だけではなく、冬期以外の

路面整正や土砂運搬作業等にも使用しており、通

年稼働しております。直営作業につきましても、

冬期は通常の除排雪作業だけではなく、除雪後の

苦情に対し委託業者が対応できない除排雪作業や

雪捨場の管理などについても行っております。ま

た、冬期以外は通常の道路維持管理作業のほか、

緊急的な災害復旧作業など、不測の事態にも対応

しておりまして、町営牧場の管理作業に従事して

いる者もございます。これらのことから、直営作

業体制は必要でございまして、今後も維持してい

きたいというふうに考えております。 

 そして、１４点目についてお答えいたします。

七飯中学校長寿命化改修工事においては、環境省

のＺＥＢ化補助金の条件には残念ながら適合はし

ませんが、二酸化炭素排出量を削減するため省エ

ネ対策を進めています。 

 具体的には、断熱性能向上のため、屋根、壁へ

の断熱補強、窓は普通教室を断熱サッシに、廊下

等は既存サッシを利用し、省エネガラスへの入替

えを行います。また、照明を電力消費の少ないＬ

ＥＤ照明とするほか、換気を熱交換型とするもの

です。 

 なお、次期、大中山中学校の長寿命化改修にお

いては、工事を段階的に進めるなど、学校施設環

境改善交付金及びＺＥＢ化補助金等を可能な限り

活用できるように、検討を行ってまいりたいと考

えております。 

 １５点目、七飯町社会教育施設整備検討委員会

の御意見として、利用者層として想定される中高

生の意見聴取が必要とされたことから、４月をめ

どに、町内中高校生らから利用目的や機能などの

意見を聴取する予定としております。 

 現在のスポーツセンターは、開館から５０年以

上経過し、更新が必要な施設と捉えております。

そのため、今後の建築に向け、基本構想、基本計

画を９月末までに、委員さんの御協力を得ながら

策定してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 １６点目についてでございますが、七飯町社会

教育施設建設の検討については、これまで町内外

の検討委員会議において、施設の基本コンセプ

ト、必要な機能及び建設候補地など幅広く議論を

重ねてまいりましたが、この検討を始めた際には

想定していなかった昨夏の猛暑による学校へのエ

アコン整備や、老朽化した本町学童保育クラブの

建て替えが必要となりました。また、現在進めて

いる七飯中学校等の長寿命化改修などにおいて

も、今後のランニングコストを意識し、省エネ化

に取り組む必要があるほか、労務単価や建築資材

の高騰により建設コストの増大が見込まれ、多額

の事業費となるということになりました。これら

の事業は、子どもたちがふだん使用する施設であ

るため優先的に進めてまいりますが、町の財政状

況を考慮した場合、事業年度が重ならないよう進

める必要があるため、図書館及びプールの整備は

先送りせざるを得ないというふうに最終的な判断

に至りました。 

 なお、図書館整備は先送りとなりますが、関係

団体の皆様にも御相談させていただきながら、多

くの皆様が今まで以上に図書に親しんでいかれる

よう、図書振興を図ってまいりたいというふうに

考えております。当面は、現在の七飯図書室が地

域センターのほうの２階にあり、耐震化やそこに

行くまでに階段を上らなければならないというよ

うな不自由さがあるということから、できるだけ

早く代替施設を公共施設や民間の施設も含めて、

この地域で代替施設を探して、図書館機能、そし
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て図書館のソフトの充実という図書室の運営改善

に力を入れていきたいというふうに考えてござい

ます。 

 体育館については、今年９月までに基本構想、

基本計画を策定してまいりたいというふうに考え

ております。 

 １７点目でございますが、七飯中学校は昭和５

１年、５２年に建設され、築後４７年以上経過し

ております。建物は耐震改修されておりますが、

施設の老朽化による雨漏り、壁のひび割れ、水道

管の漏水などにより、修繕費が増加しているほ

か、建設時より使用している暖房機器の能力低下

により、生徒の活動に影響がある上、電気料金も

多額となっている状況です。そのため、今後の学

校生活活動への影響、またランニングコスト削減

の観点から、建物の耐久性、省エネ効率向上を図

るとともに、多様な学習形態による活動が可能と

なる環境の提供が必要との判断から、優先的に進

めてまいります。 

 １８点目についてでございます。現在の一般廃

棄物最終処分場の状況としましては、延命化及び

増設工事が必要な時期に来ているところです。一

方で、最近の建設物価の上昇動向により、大型事

業を重複して取り組むことは難しいところであ

り、まずは子どもたちがふだん過ごす、また生活

に密着した施設の整備、優先度が高いとの判断を

したものでございます。 

 １９点目でございます。大沼湖畔駅伝について

は、昨年度実行委員会の一員である道南陸上競技

協会から、昨今における陸上長距離愛好者の減少

や、新学期開始後間もなくの大会日程のため、道

南の中学校、高等学校から長距離選手４名の人員

確保が難しいというようなお話から、地元の児童

生徒が参加しやすいように、１チーム２名のペア

駅伝として実施されました。 

 道南陸上協議協会からは、昨年度のペア駅伝の

実施により、地元からの評判もよかったというこ

とや、今年度も春先に道南の高等学校で４名の長

距離選手を確保することが難しいとの御意見があ

り、地元の児童生徒が参加できるよう配慮し、次

年度以降もペア駅伝として実施してまいります。 

 最後の２０点目についてお答えいたします。先

日の予算審査特別委員会において、優先５事業を

実施した場合、令和１２年度には基金残高が７億

円を下回るとの財政推計を財政課よりお示しいた

しました。この財政推計では、優先５事業を実施

した際の一般財源の確保に基金を充てた場合とす

る仮定の下に財政シミュレーションを行ったもの

で、公債費や町債現在高には大幅な悪化はないも

のの基金が減少する見込みとなり、令和１２年度

には、基金確保目標ラインの７億円を下回るとい

う客観的な事実となっております。 

 このことから、基金の減少を防ぐためには、優

先５事業の事業費の見直しや圧縮はもとより、通

常経費である町の一般歳出も、事業の削減や見直

しを含めて検討しなければならないものと考えて

おります。 

 これまでの考えを改め、職員一人一人が緊張感

を持って、あったらいいという事業を残すのでは

なく、なくては困るという事業を取捨選択してい

くなど、職員が一丸となって、全庁的に行財政改

革に取り組む必要を感じております。 

 まずは、私自身がその先頭に立ち、今後の行財

政運営に全勢力を傾け邁進していきたいというふ

うに考えておりますので、委員の皆様の御理解、

御協力を申し上げまして、総括答弁とさせていた

だきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○川上委員長 それでは、町長の答弁に対しまし

て、１項目ずつ各委員からの質問を受けてまいり

ます。 

 最初に１番目について、質問のある方、挙手を

お願いいたします。 

 平松委員。 

○平松委員 ２０項目ありまして、何項目かには

共通する質問になるかと思うのですけれども、取

りあえず、最初にまず聞かせてもらいます。 

 庁舎というのは、行政を取り仕切る上で一番大

事な基地局なわけですから、これをきちんとどう

にかしなければいけないのではないかという質問

を何度か私も行ってきましたが、結局のところ、

駄目なところだけ直してきたという結果で今日ま

で来ている。 

 それで、ＺＥＢ化に対しての見積りというので
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すかね、これを早めに手をかけたほうがいいので

はないかということで、こういう質問もしてきま

したけれども、今回もＺＥＢ化に関しては何も予

算を盛られてない。 

 後で学校のほうの話でまた質問させてもらいま

すけれども、今、国のほうから優先的に予算がも

らえるというのはＺＥＢ化ではないのですか。だ

から、もらえるときに早くもらうという考え方を

しないと……。 

○川上委員長 平松委員、それは後での質問項目

になります。 

○平松委員 現状の調査を確実に行なうというと

ころで、今まで計画を立ててやってきましたとい

う、先ほど答弁がありましたが、その中にＺＥＢ

入っているのですか、入っていないのですか。そ

れだけ聞かせてもらいます。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 ＺＥＢ化も含めて見積りというか、

そういうふうにして、積算というか比較させてい

ただいておりますが、ＺＥＢ化も今脱炭素という

ことで、国のほうも進めている事業ではございま

すけれども、ＺＥＢ化に当たっての非常にハード

ルが高いといいますか、設備の部分でＺＥＢ化も

二酸化炭素の削減率が、例えば１００％、１００

％ということはないかもしれませんが、７０％だ

とか５０％だとか、そういう率によって補助率も

変わってくるというようなこともございまして、

ＺＥＢ化して、そういう経費の節減ができるよう

になるというような方向性はあるのですけれど

も、一方では、ＺＥＢ化によって改修する事業費

が大幅に上がってしまって、補助金は出るけれど

も、ＺＥＢ化の部分で補助をもらっても、事業費

自体が上がってしまえば、なかなか全ての施設に

対応していけないというような中で、その建て替

えの際にはもちろんＺＥＢ化の部分も一つの尺度

としては検討しながら、より有利な方向で事業は

進めていきたいというふうに考えておりますの

で、御理解いただきたいというふうに思います。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 経済の常任委員会で視察をしてきた

ところは、ちょうどこの庁舎と同じくらい使った

ところが、ＺＥＢ化でかなり立派になっていたの

ですよね。だからそういうところと見比べると、

あまりにもその答弁が具体的でない。本当に見積

りしたのかなと思うのですよ。見積りして、それ

でハードルが高いとか何とかとおっしゃいますけ

れど、我々はその数字を見せられてないですし、

ＺＥＢ化を進めている自治体のほうが多いと思う

のですけれどもね。だから、それをきちんと指し

示して、ＺＥＢ化でやったらこのくらいの負担、

それから今おっしゃっているような計画でやった

らこれくらいの負担で、将来的にもきちんとこっ

ちのほうがいいですよという説明ができてこない

から、いつまでも我々こういう話の繰り返しにな

るのですよ。だからそこら辺がもう少し何かはっ

きり分かるような答弁していただかないと、非常

にこれは半端だと思います。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今後、そういうものも、比較検討し

たものもお見せできるように努めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 １番目につきまして、質疑を受けてまいりま

す。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、次に２番目について、

質問のある方、挙手をお願いいたします。 

 ございませんか。 

 平松委員。 

○平松委員 私ばかりが同じような質問になると

思うのですがね。結局何回も一般質問してきたこ

との、やっぱり繰り返しが、具体化されていない

というところで、どうしても町長に伺いたくなる

のですが。 

 基本的にどういう調査をして、それを基にして

どうやることが将来一番町に負担の少ないやり方

なのかということが全く見えないのですよ、その

判断基準が。だから、その対策をこういうふうに

します、判断基準はいろいろ調べてやることには

同意だということに、今答弁なさったのであれ

ば、そういうものが出てきていないとおかしいと

思うのですけれどね。ベースになるものを何も示

さず、それで後で図書館の話でまた同じことにな
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ると思いますけれども、図書館やる、スポーツセ

ンターやる、またそれはちょっと延ばすと、ころ

ころころころ短期間の間に変わってしまっている

ことがやはり問題なのです。何を基準にしたのか

ということが一番大事なので、現状調査をきちん

とするということに同意というのであれば、例え

ばそういう予算を組んだのですか、今回。その点

どうですか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 その件につきまして、現在のとこ

ろ、公共施設等総合管理計画に定める組織を補完

し推進する体制整備が必要と考えておりますの

で、まずはその体制整備を検討してまいりたいと

いうふうに思います。推進する体制が整った後

に、毎年度必要な調査費を計上し、公共施設の現

状を把握した上で、その対策を講じてまいりたい

というふうに考えておりますので、御理解いただ

きたいと思います。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 一般質問でも、予算の審議の中でも

出てきましたけれども、きちんとプロジェクト

チームをつくって、そこで洗い出しをするとい

う、今まで何年も前からその答弁をしてきたわけ

ですよ。それで今回、いろいろその公共施設を手

をかけていくという順番で、町民の方を巻き込ん

で、いろいろ苦情が多く出ている中で、結局今年

度の予算の今審査ですから、そういうことをきち

んと精査していくという予算がなければ、幾ら口

で言っても、きちんとこの予算がそういうことを

検討するものです。それと、将来にはこういう組

織がもともとあって、その中でこの予算の範囲で

やっていきますという説明があると納得できるの

ですけれども、全くその辺のつじつまが合ってい

ないということで、しつこくこんな話するのです

が。現状調査をすることに同意したいという考え

を先ほど答弁されているのですから、それどうす

るのですか、その予算は。調査というのはお金か

かりますからね。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 さきに申し上げましたとおり、今そ

の体制を整備してまいりますので、整った後に、

毎年度必要な調査費を計上して進めてまいりたい

と考えておりますので、御理解いただきたいとい

うふうに思います。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、次に３番目について質

問のある方、挙手をお願いいたします。 

 ３番ですね。ございませんか。 

 中川委員。 

○中川委員 ３番目の職員研修についてというこ

となのですけれども、先ほど町長の答弁のほうで

は、各分野等々の研修ということだったのですけ

れども、それはそれで普通のことというか、普通

に研修のこと、当たり前の話だと思うのですよ。

私が言っているのは、第６次行財政改革の中に書

いている人材育成と活用というところの職員の能

力開発というところで、町民のニーズに対応する

ためというので、課題の発見力、そして課題の解

決力だとか、そういったもの、そして職員の意識

改革を図ると。このための研修をやっていくべき

だと思うのですよ。先ほどその意識改革という

か、意識の向上ということですけれども、職員が

いい悪いということではないですけれども、人間

といったらあれですけれども、誰でもそうなので

すけれども、意識がもともと高い人は自ら学ぶと

いう姿勢はこれは当たり前の話であります。なの

で、そうではなくて、やっぱりそこに気づけてい

ない方もいらっしゃいますので、そういう方々に

どうやって意識を向上させるか。そういう根本的

なものを研修させていかないと、人材が育ってい

かないというところなのですよ。ただ形上だけの

札幌の町村会か何かの研修に出すとか、形だけの

研修、それはそれで勉強になりますけれども、実

際の現場で進めていく中での対応力というのです

か、そういうスキルアップをどう考えているかと

いうことだったのですけれども、いかがでしょう

か。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 ただいまの質問にあるとおり、まさ

に人材の育成というのはそういうものかなという

ふうに思います。私も同感します。 

 役場の業務に当たっても、ここの窓口のこの方

に当たったら非常にいい対応でスムーズに済んだ
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という評価と、たまたまここに来て当たった人が

あまりそういう対応がよくなくて、手続ができな

くて大変だったとかというような、やっぱり窓口

においても、その当たった職員に対して来られた

方がサービスが格差がつくような、そういうこと

が起きないように、きちんと全体の職員がどこに

行っても、皆さんがきちんと手続しようと思った

ものが手続できると。そのためにはやはりコミュ

ニケーション能力も必要だし、自らお話ししてく

れて、そしてそれを受けて、ではこれですねと出

せる場合もあれば、何をしていいのか分からない

で、こういう手続なのだけれどもといったとき

に、聞き出すことによって、その必要な手続が出

てくるという、住民の方もいらっしゃるでしょう

から、そういう意味でいくと、そういう職員の能

力開発、スキルアップという部分は非常に重要な

部分でもありますし、これから人材不足という中

で、職員一人一人個々のそういうスキルアップが

なければ、とてもこの七飯町自体の町政も進んで

いかないというふうに、それは認識としては同じ

でございます。 

 そのために、その職員の資質向上、それからそ

ういうスキルアップという形のものを、これまで

は今、私最初に答弁したような形でやってきてい

ることはあるのですが、それでもまだまだ、具体

にいくと、例えば地域のイベントで、大沼で湖水

まつりがありました、そのときに自ら顔を出し

て、どういうものかと見に行かれる方と、それか

らあまり興味のない方とかという部分もございま

すので、今は町内で行われる、今後、コロナも明

けましたので、町内で開かれる、例えばイベント

等のそういうボランティアだとか、そういうよう

なものも、町のほうから職員にも発信して、そう

いう参加していただいて、お手伝いもしていただ

けるような体制もつくりながら、地域のことを

知っていただくような研修も入れながら、まちづ

くりにあっては、やっぱり職員一人一人がそうい

う地域の事情だとか、いろいろな様々な知識を

持ってもらうことが、やはり重要だというふうに

考えておりますので、そういうものも含めて、こ

れまでやってきているこの人材育成の職員のスキ

ルアップの研修会だとかもありますし、また最近

は e ラーニングということで、スマホだとかパソ

コンでも研修もできるということですけれども、

そういう机上のもの以外に現場で実際に自分が体

験してみて、どういうものかと知るような、そう

いうような研修も含めて、進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 町長、今るる答弁いただきましたけ

れども、町長も言っているとおり、そういう研修

は必要であるという、今そういう考え方を述べら

れているのですけれども、今回の予算について

は、それが反映されていない。今後取り組んでい

くということなのですけれども、今回の予算に計

上して指摘されて、やっぱりそれは必要だと、い

ろいろな研修をしていくというので、今後やって

いくという考えはいいのですけれども、今回の予

算で指摘されたというよりも、令和３年３月につ

くっている第６次行財政改革の中にしっかり明記

していることですので、これからやっていくとい

うのは、それはやっていくことはいいのですけれ

ども、やっていなかった、今回の予算にこういう

考えが入っていないのはなぜなのかということで

す。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 いや、これまでもやってきて、大体

当初予算で１３０万円前後の派遣する旅費だと

か、そういう部分で予算措置をしてきて、例えば

主事から係長になるとか、係長から管理職課長に

なるとかという部分での、そういう管理職研修み

たいなものだとか、あるいは専門分野的なもの

も、あとコミュニケーション能力の向上だとか、

というような部分も、年間の当初予算で大体１３

０万円ちょっとつけた予算の中で、職員を指名

し、そして研修をさせて、行ってもらって、順番

に職員を研修をさせているというようなことはこ

れまでもやってきているのですけれども、それに

加えて、地域力というか、コミュニケーション能

力というか、地元でもそういうふうにしてスキル

アップができるものもありますので、そういうも

のにも幅広く対応していきたいというふうに考え

ております。今回も、この研修費の部分では、旅
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費で１３０万円くらい予算措置しており、１３６

万１,０００円、これは旅費で予算つけておりま

すので、そういう意味で御理解いただきたいとい

うふうに思います。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 町長は、今回も１３０万円程度の予

算がついているということなのですけれども、先

ほどの考え方、これだけでは駄目でいろいろ研修

だとか、そういうのが人材育成等々含めて必要だ

というようなお話があったので、非常にいいなと

思ったのですけれども、でも、実際予算の話にな

ると、今までも同様で１３０万円程度ついている

からいいということですけれども、これまでも１

３０万円程度ついてきましたけれども、これ課長

の説明では、札幌の研修で、係長になる方とか、

そういう方々を対象に、令和４年の場合は１９名

の方を１回、１８項目に分かれている、それぞれ

分かれて研修をしてきたという答弁だったのです

けれども、その１回の研修で、町長はこれまでと

同様に十分だというふうに認識でよろしいです

か。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 いや、十分だというか、そういう自

分のスキルアップに関しては、どこが限界だとい

うことはないと思うのですよ。やっぱり人として

成長していくということが一番大事なことであっ

て、その部分においては、やっぱり役場職員とい

うのは、皆さんの町民の人たちのよりどころです

から、何かあった場合に相談して、そういうふう

に身近な存在でいなければならないというふうに

考えております。 

 その上では、札幌にほぼ出張する予算で、今回

も１３６万１,０００円ということで、旅費の予

算計上していますけれども、それに加えて、地元

でもできるような研修方法もありますし、あるい

は金額の部分については、またよりよい研修の機

会があれば、それも含めて今後考えていきたいと

思いますけれども、まずは予算にも限られた予算

の中で、効率的な職員の研修を進めていきたいと

考えておりますし、予算が伴わなくても、そうい

うふうに身近に自分でいろいろなものを吸収して

いくということもできますので、そういう意味で

の職員のスキルアップに結びつくような対策とい

うか対応といいますか、そういう部分も、担当部

署とも協議しながら進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○川上委員長 ほかにございますか。３番目につ

いて、どなたかございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 ３番目終わります。 

 次に４番目についてですけれども、暫時休憩い

たします。 

 １１時２０分、再開いたします。 

午前１１時０５分 休憩 

────────────── 

午前１１時２０分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 ３番目について、質問のある方おられますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしということです。 

 次に、４番目について質問ある方、挙手を願い

ます。 

 江口委員。 

○江口委員 ４番ですものね。 

 防災無線に対してのことなのですけれども、災

害が起きた際に電波基地局が使えない場合のこと

で、町長はブラックアウト対応なら７２時間電源

を使えます、まずここの部分、何の電源か、ごめ

んなさい、ちょっと確認、自分のほうでも把握で

きなかったものですから。 

 あと、ブラックアウトもしくは停電時のとき

に、消防とかの連携、連絡等の対応はどういうふ

うにしているか、その辺お伺いします。（「消防

ですか」と呼ぶ者あり） 

 災害等に合わせたその消防との連携をどのよう

に取れているかということを。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今、町のほうで設備されている屋外

のスピーカー、防災無線の施設それぞれにバッテ

リーがついていて、停電になっても７２時間程度

はスピーカー動きますよと、バッテリーで。 

 それから、基地局という役場のほうにある設備

も、バッテリーついてまして、そういう意味で、
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そういう無線伝達というかそういう部分は、防災

無線は動きますよということになっております。 

 あと、それとあわせて、消防署の関係は、逐次

災害の部分では役場と一対になって連携取れてい

ますので、消防のほうの広報車というか、消防車

で広報を回る部分も御協力いただけるというふう

に考えております。 

 以上です。 

○川上委員長 江口委員。 

○江口委員 今の７２時間、それは防災無線のこ

とに関してのことですよね。防災無線はたしかＮ

ＴＴ回線使っていたかと思うのですけれども、そ

うなると、停電時は電源車、電波車とかなければ

動かなくなる可能性とかありますよ。その辺、電

源車とかをつないで、それこそ電源車を電波塔の

ほうに持っていくという考え方の中では、町では

どこからどこまでの対応をするか。電波は割と通

じるところと通じないところとかありますから、

その辺ちょっとお聞かせください。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 最初に総括質疑のところで、１回目

に答弁したような中身でいきますと、災害の種類

によって違うとは思うのですが、この間の胆振東

部の地震みたいに、北海道全体が停電になってし

まったという場合においては、停電であれば、今

お話ししたように、そこに設備されているバッテ

リーで７２時間防災無線から流すことは可能です

よということと、それから電波がどうのこうのと

いうふうなお話ですけれども、例えば今回の能登

半島の地震だとかでいきますと、あそこの能登半

島の皆様の部分においては、壊滅的な電信柱が倒

れたりとか、そういう電気も停電してという部分

で、あの辺の電波は動かなかった、発進できな

かったのかもしれませんけれども、この七飯の地

域の部分だけでいきますと、どの程度停電の時間

になるかという部分もありますけれども、例えば

函館山だとかも見えますし、近郊の部分である程

度カバーできると思うのですよね。その上で、七

飯町全体が、もし万が一何か地震によって、本当

に壊滅的な状態になったという場合の、本当の万

が一の万が一ですけれども、その場合には、そう

いう電波の供給するＮＴＴとかの車が来て対応す

るということになるけれども、災害の規模によっ

て、地域ごとに、その地域だけの災害ということ

であれば来られると思うのですけれども、北海道

全体が何かの災害でそういうふうにしてダウンし

てしまったという場合には、それぞれ要所要所に

そういう電源車だとかも行くしかないのかなとい

うふうに考えますけれども、町のほうの防災の関

係も、例えば駒ヶ岳噴火においてはどうすると

か、それから極地的な豪雨によってはどうすると

か、あるいは七飯町自体では発生しませんが、も

し万が一、千島海溝地震だとかで津波が押し寄せ

るといったときには、北斗市さんとか函館市さん

とかの部分を含めて、七飯のほうに避難されてく

るという可能性もございますし、その災害のもの

によって対応が異なってくるのかなというふうに

考えておりますし、今現在、防災無線の設備に関

しては、それぞれ停電時の対応というものもされ

ておりまして、バッテリーがついていて、停電し

ても７２時間は大体対応可能だろうと。大体その

くらいもてば、これまでの部分では何とかなるの

かなと思うのですが、想定外のものが起こった場

合には御心配されているようなことも起こり得る

かなとは思いますが、今はこれまでの経験を基に

防災無線のほうも設備してございますので、御理

解いただきたいというふうに思います 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしということなので、次に、５

番目について質疑のある方、挙手をお願いいたし

ます。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 活力あるまちづくりの補助金の件な

のですけれども、４００万円にアップするに当

たって、昨年度の３件のイベントの継続的なもの

で１５０万円を予定していてということで、ほか

にもイベントがあるのでということで４００万円

だったのですけれども、いろいろ内容を精査して

いった中で、やはりちょっと基準がすごく合わな

いというか、ここに補助金が使ったのかなという

ふうに思うところもありまして、でも先ほどの御

答弁でいきますと、総務経済常任委員会と再精査

するということだったのですけれども、今回条例
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を変えるとかそういう話もあったのですけれど

も、４００万円というのは、私は基本的にイベン

トは町の活力あるのに必要だと思っているのです

けれども、ただその出し方というか考え方は、

ちょっと見直したほうがいいなというふうに思っ

たのですけれども、その辺を総務経済常任委員会

の中でいろいろやっていくというふうなことで、

その内容のほうまで一緒に打ち合わせをしていく

ような感じでよろしいのか、確認させてくださ

い。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 この活力あるまちづくり助成金につ

いては、やはり町民と行政の協働といいますか、

協働のまちづくりで、自主的には自ら考えて行動

していただけるようなまちづくりのそういう事業

を生み出すというか、これから後押しをしていき

たいというようなことで、これまでも来たわけで

ございますけれども、そこの中で、対象者、対象

団体、不明瞭だというようなこともございまし

て、その部分に関しましては、この間の委員会の

ほうに御報告させていただいたとおり、対象者と

対象団体は、町内に拠点あるいは事務所を設けた

団体であって、町民の方が５人以上いる団体と、

過半数で５人以上いる団体というふうな、ちょっ

と曖昧だった部分を明確化して進めたいというふ

うに考えているところでございまして、また、先

ほど審査の関係だとか、その運用についての考え

方を話させていただきましたけれども、その部分

について、今後の運用について、あくまでも推進

条例がございますので、推進条例の中のものの運

用に当たっての明確化、公正・公平な部分を委員

会のほうにお示ししながら進めていきたいという

ふうに考えておりますし、この４００万円という

今回の予算なのですけれども、コロナ前までは全

体で５００万円程度のもので、その中で環境の部

分もありましたけれども、イベントの事業実施と

いうような中で、この活力あるまちづくり助成金

の中から、今町内でも代表するようなイベントも

生まれてきた経緯があって、そこから生まれたも

のを担当課のほうで予算措置して、継続して行っ

ているというものもございますので、そういう意

味では今回の４００万円の事業の予算という部分

に関しましては、今当初に大体見越しているもの

のほか、これから１年間年度あるものですから、

その中で、町民の皆さんでこんなまちづくりの活

性化に向けたイベントをやりたいとかという企画

立案が出てきたときに、できればそういう新しい

芽も育てていきたいというふうに考えを持って、

４００万円という少し若干余裕のある予算措置を

させていただいたものですから、その中で、そう

いうまちおこしを進めていきたいというふうに考

えておりますし、今御質問にあった、今後、総務

経済常任委員会において協議させていただきたい

という部分には、その運用に当たっての公正・公

平な明瞭化というような部分でお示しをして、御

意見をいただきたいというふうに考えております

ので、御理解いただきたいというふうに思いま

す。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川委員 今の活力あるまちづくり補助金の考

え方ということですけれども、コロナ前は５００

万円だったと今おっしゃっていたのですけれど

も、コロナ前は５００万円でしたか。２００万円

だったかなというふうに、５００万円からだんだ

ん３００万円とか２００万円とか下がってきてい

たイメージがあったもので、この活力あるまちづ

くり補助金というのが。そのことと、あと、この

イベント自体、そもそもが総務経済常任委員会で

協議していくとおっしゃいましたけれども、課長

の質疑のときの答弁では、今回みたいにイベント

をたくさんやるという方が増えたときには、環境

整備の補助金が足りなくなるからとかという話も

出てましたので、そもそも町内会さんだとか地域

の方々が環境整備をするためには、町のほうで補

助金を出してサポートしていくということはすご

いいいことだと思うので、イベントが増えたから

そっちができなくなるような予算づけではなく

て、この補助金自体はっきり分けて、環境整備の

補助金は補助金で、地域の方々が使える補助金を

きちんと整備して、もう一方ではイベントを行え

る活力が出るようなイベント補助金だとかを、二

本立てでしっかり分けて条例の整備なり、つくっ

ていくべきではないかなというふうに思うのです
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けれども。 

 それと、今回条例の改正を予算委員会で指摘を

された中で、昨年この予算執行したときに交付の

申請手引書の中で、ちょっと不備といいますか、

曖昧な点があったので、条例とその関係を直して

いくということで、案は示されているのですけれ

ども、そもそもやっぱりこういう予算という、当

初予算ですから、こういうところの予算を上げて

くるときに、条例の整備が急遽必要だということ

が発覚して、ここ１週間かそこらの世界で、取り

あえずそこだけ直してやるということではなく

て、この条例だとかこのまちづくり補助金の関係

のものだって、いろいろな市町村でやっていて、

いろいろな決まり事というのがあるので、そう

いった他市町のものもしっかりこの際だから、精

査をした中で条例を上げてきたほうがいいのかな

と。今この予算委員会終わって今週の本会議まで

に間に合わせで、とにかくここを変えれば今の言

われているところは終わりだではなくて、やっぱ

り今後きちんとこの補助金をしっかり誤解のない

ように執行していくためには、いろいろなことを

きちんと精査して、条例を進めていくべきだと思

いますけれども、その点についていかがでしょう

か。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今回、予算の審査の委員会の中で、

対象者、対象団体というものが、運用の中でやっ

ていたものがあったのですが、それが不明瞭だと

いうことと、それから、町民だけではなくて町外

からの人も混ざった団体といった場合の取扱いだ

とか、そういうようなものも含めて不明瞭だとい

うようなこともあって、以前までは運用の中で、

手引書の中で取り扱っていたのですけれども、そ

れをより委員会の中でそういう御指摘もあったと

いうことで、急遽ということは急遽でもあったの

ですけれども、その辺は反省し、きちんとした明

確な対象者、対象団体を決めていくというような

形で、この議会の期間内に条例提案をさせていた

だいて、その辺の部分はきちんと整理してまいり

たいというふうな考えの下、ちょっと前後になっ

てしまいましたけれども、条例提案をさせていた

だくというようなことで、御理解いただきたいと

いうふうに思いますし、また、活力あるまちづく

り助成金については、まちづくり基本条例をつ

くったときに、その具体のまちづくり推進に関し

て推進条例ということで、そこのときにつくられ

たものでして、しばらくこれ継続してきたのです

けれども、その中では当初は年間大体つかみでご

ざいましたけれども、５００万円程度の予算措置

をして数年続けてきた経過があって、そのときに

は当初予算では環境整備の部分と、それからそう

いうイベント開催事業だとか、初期活動助成金だ

とかというような形の中で、大体全部で含めて５

００万円という形で来ていたのですけれども、今

そういう委員会での意見の議論の中で、環境を整

備する地域の町内会の皆さんが汗を流して、自分

たちの地域の公園の草刈りだとか、道路縁の管理

だとかしていただいているというような部分です

ので、その部分についてはきちんとした予算の確

保をするべきだということなので、今御提案され

ているように、地域環境整備活動支援助成金の部

分と、それ以外の部分に細節というか細々節とい

うか、そういう部分は、予算のときに今後分けて

きちんと環境整備のほうは確保していくというよ

うな考え方で進めさせていただきたいというふう

に思いますし、今後その内容、中身については、

私ども委員会から御指摘をいただいた中で、推進

条例の中身を一度点検をいたしました上で、あと

は運用の中できちんとできるのではないかと。た

だ資格要件に関してはきちんと、町民参加ですか

ら、町民というふうに分かるように、町民の町民

による団体のものに対して助成していくというよ

うな公平・公正性、きちんとしたまちづくりの制

度として進めてまいりたいという考えで、今回の

部分では資格要件の部分と、それからもし万が

一、これは性善説で真剣に真面目に取り組んでい

ただいている事業者ということ、事業者というか

団体ということをうたったのですけれども、そう

いう部分でそういう偽りがあった場合に、返還金

を求められるというものを新たにそれを条例に追

加させていただくというような形で、今回はその

２点の条例改正ということで提案させていただき

たいと考えておりますので、その辺御御解いただ

きたいというふうに思います。 
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○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 まず、２点の改正をしていくとい

う、これは予算委員会の中で議会のほうから指摘

された点だと思うので、それはやっていかないと

まずいと思いますけれども、他の市町村でもいろ

いろなこういう条例だとか手引があるので、やっ

ぱりそういうのも参考にしてやるべきかなという

のがあるのですけれども、その考え方と、あと、

予算自体私も上げるのは別にまちが元気になるの

であればいいなと思うのですけれども、やっぱり

それにしても、イベント補助金等に関しては上限

をしっかり定めるべきではないかなと。答弁の中

では予算の範囲内でということもおっしゃってま

したけれども、逆に予算の範囲内であれば、昨年

同様でよかったのかなとも思うし、ただ昨年の事

例を言った場合にはもう予算がなくなるというこ

とだから上げたいということなのですけれども、

今の現状ですら、昨年３件イベントをやって、町

内会の関係も地域環境整備の関係でも補助金を出

して、なおかつ新たにイベントをやってみたいと

いう方々も問合せがあったということで、足りな

いので今回予算を上げてくるということだったの

で、今回４００万円にしました。来年もいい補助

金があるのですねということで、来年度の当初予

算でもまた今度見込みが、やりたいやりたいとい

う地域の元気な方々がたくさん出てきたときに

は、５００万円にするのか６００万円にするのか

ということになるので、やっぱり上限というもの

ははっきり決めていかないと、いつまでたっても

切りがないし、今いろいろな、ちょっとずれてし

まいますけれども、ゆるくないゆるくないと言っ

ていて、上げていく根拠がちょっと、やりたいと

いう人がいたから、ただ上げていくということ自

体も何か違うのかなと。 

 さらに言うと、昨年の３件のイベントの継続事

業ということですけれども、昨年の３件のうち 1

件は、町外の方々が主催したとして、今回のこの

手引、規定の中とはちょっとそぐわないのではな

いかというので、急遽条例改正までしてこれを進

めていくということですから、今の時点で、そう

いう３件の継続事業のうち１件は対象外になると

いうことだと思うのですけれども、その辺の金額

の精査というのもしているのですか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 この活力あるまちづくり助成金につ

いては、当初、大体そういう予測もしながら、年

度始まってからも１年間、そういうふうに実はそ

ういう事業を行いたいというような、町内の団体

に関しては、対応できれば対応していきたいとい

う考えもあります。 

 当初、制度を開始した平成１９年度の予算額は

５００万円でした。執行状況や社会情勢に合わせ

て、その後、平成２０年度から２８年度までは３

００万円の予算額で経緯しまして、その後に、平

成２９年度から令和５年までは２００万円の予算

措置で経過してきたということで、コロナの関係

もあって、いろいろなそういう事業もできなかっ

たということもあって、今回コロナが明けまし

て、社会情勢に合わせて予算額を４００万円にさ

せていただいたということで、既に決まっている

ものだけの予算でなくて、幅広く地域の、七飯町

の振興、まちづくり活動に参加していただきたい

という部分で、少し予算の枠も取りながら、最大

で今まで５００万円の枠だったのですけれども、

この部分に関しましては当分の間は、今６年度に

予算出しているのは４００万円規模ですね、その

規模で状況を見つつ、これは当初予算でございま

すので、当然９月、１２月以降、整理予算も含め

て考えていきたいというふうには思っておりま

す。 

 ですから、今４月、総務経済常任委員会のほう

とも御相談した中で、今その後に正式にこのイベ

ントに関する助成金については公募をしながら、

その中の状況を見極めながら対応してまいりたい

というふうに考えておりますし、その中で新たな

ものも出てくる可能性もございますし、逆に、今

委員から御指摘があったように、当初の部分で減

る部分もあるのではないかというふうなもので、

減る部分に関しましては、整理予算で減額してま

いりたいというふうに思っておりますので、当

面、当初はこの４００万円でスタートさせていた

だきたいというふうに考えておりますので、御理

解いただきたいというふうに思います。 

○川上委員長 中川委員。 
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○中川委員 まず、上限だけ教えていただきたい

なと。この予算の、５００万円なのか６００万円

なのか。今回は４００万円だけれども、４００万

円でもう打ち止めなのか。来年度４００万円以上

のイベントをやりたいという方がいた場合には、

５００万円にするのか。最初の説明だと、予算の

範囲内でという町長のお言葉があったので、その

予算の範囲内というのが上限がないと、その予算

の範囲が上に行ったり下がったりという、その

時々の解釈で変わったりとなるので、それだと予

算の範囲というふうに感じないのですよ。なの

で、しっかり４００万円なら４００万円、５００

万円なら５００万円、やっぱりどこかで歯止めを

しっかりかけないと。この補助金というのは基本

的には町内に住んでいる方が何か事業、イベント

をやりたいといったときには、比較的条件がそ

ろっていれば誰でも手を挙げられる補助金ですの

で、町長おっしゃるように、そういう方々がどん

どん増えてきた場合は、今回と同様に予算をずっ

と上げていくのか。そこもしっかりしないと、

やっぱりそれこそ限られている財源ですから、

しっかり提示していかないと誤解を生んでしまう

のかなというふうに思うのですけれども。 

 あと、先ほどの条例の整備もそうですけれど

も、それに伴って、この４００万円にする根拠の

説明の中に、昨年の３団体と新たな事業の、今相

談受けている中でもう４００万円程度になるから

上げたいという説明があったのですけれども、こ

の委員会の中で１団体はそれに対象外になるとい

うことで、条例まで変えるというのを分かってい

て、いながら、それでそのまま通していくという

考え方でよろしいのですか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今回は、コロナ禍が明けた社会情勢

に合わせて予算額を４００万円とさせていただい

ておりまして、そういう進めたいという事業者の

状況も踏まえて、そして社会情勢を見て、これま

での経緯を見て、４００万円で予算をのせていた

だきたいと思って、そして、これについては当分

の間、この４００万円を上限として、今言われて

いる部分では４００万円を上限として、当面様子

を見ていきたいというふうに考えておりますの

で、御理解いただきたいというふうに思います。 

○川上委員長 よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 今の問題ですけれども、総務財政常

任委員会に付託するというか、調査をしていただ

きたいという、町長の答弁がありまして、この特

別委員会の中で条例も新たに、そういった方が対

象にならないような条例につくってきたというこ

とですけれども、総務財政に対する、今話を聞い

ていましたら、運用の部分をきちんと検討してい

ただきたいみたいな話で、もっとやっぱり条例の

部分を再度きちんと整備しなければならないよう

な不備な状況。今インターネットで調べますと、

まちづくりのそういうのを出すと、七飯町がぼん

と一番上に出てくるような、金額的なものもある

のですけれども、やはりそれだけ本当にインター

ネットを見た方が、これはすごい補助金対象にな

るぞみたいな、いろいろな方が今入ってきます。

今、風の時代というか。だからしっかりとそこを

抑えるような体制を、やっぱり町としてもやって

いかなければないのではないかなということで、

いろいろなところの条例を見ますと、そういった

不備な申出をした場合の罰則規定も載っている条

例もありますので、提案された条例もありますけ

れども、もう一度きちんとした条例を見直し、今

の時代にあった条例の方向性もしなければいけま

せんので、そのあたりの考え方をお願いいたしま

す。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 まずは、今回は委員会で御指摘が

あった部分で、一番の根幹である対象者、対象団

体と、それから何かあった場合に返還金を求める

という部分を早急に対応したいということで、ま

ずは今回の条例提案をさせていただいて、その後

においては、今、神崎委員さんのほうから御意見

があったように、条例の内容もいま一度点検して

いただいて、運用の部分も含めて、総務経済常任

委員会のほうに御確認をいただきたいというよう

な形で進めさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○川上委員長 ほかに、５番目についてございま
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すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしということですので、次に６

番目について質問のある方、挙手をお願いしま

す。 

 平松委員。 

○平松委員 ６番目はゼロカーボン推進協議会、

これの委員の方々の報償金が３０万８,０００

円、今回予算が上がっているということで、私は

この中で専門家の人たちが最初にまずたたき台を

つくるべきだという話をしたのですが、町長の答

弁は、簡単に言えば、町内の人たちにいろいろ考

えてもらった後に、研究者とかそういう人たちが

専門的な施策をつくるのだという御説明だったの

ですけれども、私は順番逆だと思うのですよ。

やっぱり再生エネルギー使ったり何だりするの

に、一般の知識のない方がたたき台をつくれるわ

けない。やはり、風を使う、水を使う、いろいろ

なことをやったり、それからまちのエネルギーを

どうやれば下げることができるかということは、

専門家が出してきたものを、町内の方がどう利用

できるかということで、もんでもらうという順番

でないとおかしいと思うので、もっとこれは予算

をつけて、専門家にきちんとした将来構想をつ

くってもらうというのが、あるべきだと思うので

すけれども、その点についてはいかがですか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今の令和５年度で、地方公共団体の

実行計画（事務事業編）というのをつくってござ

いまして、令和４年につくってございまして、こ

の部分の区域施策編ということで、この地域の区

域の施策編というような形の中で、今、国のほう

で示されている実行計画の具体的手順に基づい

て、住民代表と事業者、脱炭素に精通する有識者

を委員として考えているところでございまして、

個別のＺＥＢだとかの関係に精通した方につきま

しては、策定後の公共施設、個々の公共施設の対

応について、御相談して、御意見を募っていきた

いと考えておりますので、御理解いただきたいと

思います。 

○川上委員長 ほかにございますか。ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしということで、次に、７番目

について質問のある方、挙手をお願いいたしま

す。７番目ですね。ございませんか。 

 中川委員。 

○中川委員 ７番ですよね。 

 健康センターアップル温泉の関係ですけれど

も、抜本的な赤字の改善をやっていかなければい

けないという状態だと思うのですけれども、今

後、指定管理も考えていくという、先ほど町長の

答弁であったので、何かしら今後は考えているの

だなというのは感じたのですけれども、ただ、

やっぱりこれ、これまでもずっと続いてきていた

中身だったと思います。町長の答弁の説明の中

で、公の機能も含めているので、要は赤字体質で

も仕方ないというわけではないですけれども、そ

の公の機能をやっていかなければないという考え

方もあるということなのですけれども、実際、こ

のアップル温泉を建設された当初というのは、こ

の近隣にも温浴施設はあまりなかったのかなとい

うイメージがあります。そういう意味でいくと、

やっぱり公の温浴施設というのは町内、七飯町と

してもこれは必要であったりという考え方、公と

してですね、公の施設として必要であるという考

え方は分かるのですけれども、今これだけ温浴施

設、この函館圏域の中でいくと増えている中で、

やっぱりその公の機能の考え方を重視するのでは

なくて、やっぱり民間といったらあれですけれど

も、その施設が独立してやっていけるような考え

方を、もうちょっとつけたほうがいいのではない

かなと思うのですけれども、その点について。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 まさに温泉施設でございまして、営

業しているということで、やっぱり収支の改善と

いうか、本当であれば収支が合うようにするのが

本来の、委員が御指摘しているとおりだというふ

うに思います。 

 しかしながら、これまでの運営してきた経緯も

ある中で、温泉施設の設備の関係だとか、建設さ

れてからしばらくたってきているという部分も

あって、設備の不具合とかが最近何年かに一回起

きていて、その部分に対しての修繕費とかが重
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なって、より赤字額を大きくしてしまったという

ような状況もあります。 

 また、本来は健康センターということで、あそ

こに地域に建設されておりますけれども、あそこ

の地域は、そういう健康増進の施設ということ

で、名目でもって建設された施設でございまし

て、直接民間の営業ができる施設ではないという

ようなこともありまして、そういう意味では、本

来温浴施設として、利用者さんに対してもサービ

スの向上と、それから施設の経営としても成り

立っていくというふうになれば、やはり施設を運

営している者自らが、どういう集客の方法をする

かとか、どういう管理、節減をするかとか、自分

たちで決定して効率よく運営するのが一番経営に

対してはいい方法なのかなというふうに考えてお

りますし、その中で、これまで町のほうの直営と

いう形で今も運営しておりますけれども、今後

は、公設民営という施設のそういう性格上という

か、立地されている場所も含めた上で、公設民営

という中で民間のそういうノウハウを活用して、

できるだけ収益を上げられるような施設に改善し

ていければ、継続していけるのかなというふうに

思います。 

 その中ではどうしても、すぐに黒字というのは

難しいのかなというようなこともありますし、そ

ういう意味では、先ほど最初に答弁したように、

そういう営業施設ではありながら、その地域、七

飯町民のそういう潤いというか、健康増進と公衆

衛生のための施設でもあると。また、あるいは災

害時、今回の能登半島地震でもお風呂に入れなく

て困ったとか、そういうようなこともあります

し、そこの場所が被災してしまえば終わりでござ

いますけれども、災害で避難した場合に、そうい

う温泉施設で衛生管理ができるというようなこと

も考えれば、今後、公設民営、指定管理者制度

を、条例のほうも指定管理することができるとい

うふうな条例に、中身も改正させていただいたと

ころでございますので、その辺も踏まえまして、

これから適正な運営に関して進めてまいりたいと

考えておりますので、御理解いただきたいという

ふうに思います。 

○川上委員長 暫時休憩します。 

 午後１時、再開いたします。 

午後 ０時０２分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 町長の総括質疑に対する７番の健康センターの

質疑から入ります。 

 委員の皆さんで質疑ある方、挙手お願いいたし

ます。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員 結構町民の方とお話しすると、今

回黒字運営とか、正規職員の配置しなくていいの

かということなのですけれども、職員の対応が悪

いですとか、お客さんによって不公平な対応があ

るだとか、たばこ休みが多いだとか、職員間のコ

ミュニケーションの問題だとかというのがよく言

われているのですが、遺失物の届出どうなってい

るだとか、そういうものを管理するには、やはり

今の会計年度任用職員ではなく職員対応、もしく

は先ほど町長おっしゃいましたけれども、指定管

理に移行していくということなのですが、一日も

早くやはり赤字解決に向けた対応というのはして

いかなければなりませんし、赤字補塡は税金で賄

われているわけですから、これを後で指定管理に

するだとかということではなく、一日も早く対応

していただきたいですし、お客さんが不信感を

持ったり不安感を持ったり嫌な思いをしている部

分がありますので、一日も早く対応していただき

たいと思いますけれども、その辺はどうお考えで

しょうか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 やはり現場でのそういう職員の指示

命令系統だとか、そういう部分はしっかりさせな

ければ、そのような状況が起きているというふう

なことで、今は最初に答弁したとおり職員を配置

していなかったものですから、担当課の係長、係

の職員が現場のほうに行ったり来たりしていると

いうような状況の中で、その窓口というか職員の

応対なども、あそこに意見箱もありましたりし

て、そちらのほうからの御意見だとか、あるいは

直接お電話だとかというのもいただいている中
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で、正職員のほうから、現場の職員のほうにそう

いう指導とか、現場のほうもリーダーを決めてお

りまして、その中でそういう業務を行ってもらっ

ているのですけれども、やはりそこには限界があ

るというようなことで、今委員がおっしゃったよ

うに、一日も早く体制を整えるように努力してい

きたいというふうに考えておりますので、この指

定管理者制度は去年条例改正でもって、条例に組

み込ませていただいたので、それにつけて進めて

まいりたいと考えておりますので、御理解いただ

きたいというふうに思います。 

○川上委員長 佐々木委員。 

○佐々木委員 ちょっと一つ言い忘れて、今、町

長から意見箱という話が出たので、意見箱の件も

町民の方から意見をいただいているのですが、意

見箱に書いても届いていないと、内容によっては

選んで意見箱として取り入れているか、どこかに

しまっているかという状況があるのではないかと

いうふうに言われているのですが、その辺もやは

り職員対応しなければなかなか難しいと思うので

すよね。会計年度任用職員が同じ立場で６人いる

のですけれども、それであればやはり上下関係と

いうものもないですし、きちんとした管理体制が

取れないと思いますので、その分、即対応できな

くても職員がちょっと一日に数時間張りつくです

とかという対応ができると思うのですが、やはり

料金を取ってお客様が、町民の方が利用している

わけですから、普通の行政サービスと違って公共

サービス的なものもありますので、しっかりした

運営体制を取っていかなければならないと思いま

すけれども、どうでしょうか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 やはり営業施設としてきちんとした

お客様のサービスの向上、対応していきたいとい

うふうに考えておりますし、また今御意見のあっ

た意見箱についても、意見箱の鍵をこちらのほう

の担当職員が、係長が管理しているということ

で、それの回収には直接そこの現場ではなくて、

町の職員のほうで対応させていただいておりま

す。これについても、佐々木委員さんから先ほど

御指摘のあったような形の中で改善するというこ

とで、鍵のほうをこちらの担当職員がきちんと管

理するというような形の中で、意見箱の意見につ

いては直接役場の担当課が回収をして、それにつ

いて内容等確認した上で、職員の指導だとか、あ

とそういう施設のサービス向上に向けて対応させ

ていただいておりますので、そういう意味では、

は、早めに今言われているようなきちんとした運

営体制を整えてまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしということで、７番について

は終了いたします。 

 次に、８番について質問のある方、挙手をお願

いいたします。 

 中川委員。 

○中川委員 ８番については、１点確認だけなの

ですけれども、北海道のほうでは環境部があっ

て、その中でアイヌ振興対策事業の関係の推進局

ですかね、という担当の部署が設けられておりま

すけれども、同じ環境という言葉の観点から環境

生活課という流れの、そういう考え方も分かるの

ですけれども、現実的に、七飯町の組織というの

はそんなに大きくない組織でございますので、北

海道とか大きな市であれば、そういう環境部の中

にそういう政策室というみたいなのが設けられて

ますけれども、七飯町の場合は政策推進室という

ところを生かして、受入れ体制側ですね、うちの

町も大きい部署があって、その部署で対応すると

いうのであれば、それはいいのですけれども、う

ちみたく組織が小さいところであれば、ただただ

環境というところの流れではなくて、政策推進課

を担当にしたほうが、農業の観点だとか商工の観

点だとか、いろいろなところに政策的に町として

スムーズに対応できるのではないかなと思ったの

でお伺いしています。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 これは、アイヌ民族の平等、公平、

公正というような生活における差別だとか、そう

いうものが起きないようにというような観点か

ら、北海道のほうでは、そういうような環境生活

だとかというような部分で所管しておりまして、

七飯町におきましても、環境生活課生活環境係の
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ほうが住民生活のそういう環境の維持だとか、そ

ういうような住生活に関わる対応をしているとい

うことで、ここの部分に関しましての負担金につ

いては、環境生活課のほうで所管するようにして

いるものでございます。 

 そして、また今委員から御意見のあるように、

このアイヌ民族の保護というか、そういう部分で

のＰＲだとかしていくための施策として、様々

な、例えば昨年であれば音楽祭だとか、あとサー

クル活動というか、アイヌの刺しゅう教室だとか

というようなものも開催しましたけれども、そう

いう一つ一つの施策というか、事業に関しては、

事業を所管している生涯教育課だとか、そういう

部分で事業化の部分は進めていきたいと思ってお

りまして、その根幹になる住民の生活に対する、

そういう相談だとか、そういう確保という意味で

は、七飯町は環境生活課で担当しておりますし、

渡島総合振興局のほうは環境生活課の道民生活係

というようなところで所管してございましたの

で、七飯町として環境生活課のほうで対応させて

いただいているということですので、御理解いた

だきたいというふうに思います。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 田村委員。 

○田村委員 今、説明を聞いておりまして、どう

も私は腑に落ちない部分がありまして、まず、ア

イヌ振興対策事業推進協議会の負担金、これ負担

する、支出するだけの話だと思うのですよね。協

議会の構成の中に七飯町が入って、その協議会の

会議等々の負担金を払っていく。それであれば、

私はむしろ環境生活課にこだわらないで、総務課

であろうが、政策推進課、そういうところでも、

負担金の位置づけだけであればね。先ほど町長

は、イベントなどは柔軟な形で対応していくよと

いうのであれば、私はむしろ、今言ったような政

策あるいは総務課あたり、どちらにも属さないと

いえばおかしいのですけれども、元来行政の流れ

としては、そういうものでどちらにいてもつかな

いようなものについては、総務課なり、あるいは

政策推進なりというような部分で、私は整理でき

るのではないのかなと。 

 それと、七飯町事務決裁規定、これを見ても、

どうも環境生活課にはなじまないような、私は意

味合いでおります。 

 そして、政策推進についても、現在バスなどの

やってますね、いろいろ。ああいうものも具体的

に書いてないといえば書いてないのです。ですか

ら、私はそういう、新たなものだとか新たなそう

いう事業、どっちにも取れるような事業というの

は、総括的な総務課、あるいは政策推進のほうに

つけていくべきではないか。これは最終的には町

長の考えでしょうけれども、私はそう思いますけ

れども、もう一度、そこら辺も加味したの中で町

長の見解をお願いしたいと思います。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今、御意見があったように、それぞ

れの考え方もあるかというふうに思います。 

 参考までに、八雲町と長万部町につきまして

は、住民課のほうで対応しているというようなこ

とでございまして、七飯町としてはこれは生活関

連に関わることでないかというふうに今回判断し

て、環境生活課のほうに担当としてつけさせてい

ただいたということで、私どもの考えとしては、

生活関連のものとして環境生活のほうに予算措置

させていただいたので、御理解いただきたいとい

うふうに思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしということで、次に入りま

す。 

 それでは、次に、９番につきまして質問のある

方、挙手をお願いいたします。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしということで、終了いたしま

す。 

 続きまして、１０番について質問のある方、挙

手をお願いいたします。ございませんか。 

 中川委員。 

○中川委員 地域計画の策定ということで、質問

にも書いているのですけれども、町長自身、来年

の３月ですけれども、それまでの間に、この１年

間の間で、農家の方々だとか、そういった方々の

意見聴取を十分にできるという考えでよろしいの



 － 22 － 

かと、あと、これに関しては、今、農業委員会さ

んのほうで今月、意見の聴取というアンケートを

配っていたと思うのですよ。昨日かな、締切り、

１８日だから昨日だったと思うのですけれども、

やっぱこういった重要なものを、わずかこの３月

のいろいろ忙しいときにやっていただいて、それ

を基にという程度でよろしいのか。あとは、そう

いったものも、ちょっとこまくなってしまいます

けれども、農家さんたちの意見をどの程度反映さ

せていくのか。例えば半分程度でいいのか、もし

くはただ返ってきた人だけで進めていくのか、

やっぱりここは今後の七飯町の農業にとって重大

なものになってきますので、やっぱりそこはただ

単に出しても意見が返ってこなかったというよう

なものでは済まされないと思うので、そういった

観点のほうをちょっとお示し願いたいなと。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 この地域農業経営基盤強化促進計画

と、いわゆるここで地域計画というふうにして略

称で呼んでますけれども、これについては非常に

重要な、七飯町も農業が基幹産業でもあり、その

農業の農地の利用、それから農業後継者の今後の

それぞれの家庭での後継者がいるのか。そしてま

た、あるいは後継者がいない場合に新規参入の就

農される方の受入れとして活用できるのかどうか

というような、極めて重要な１０年後の農業を見

る上での指標といいますか、そういうもので重要

な計画だというふうに考えております。 

 その上で、今現在、昨日か今日で、今のアン

ケート調査ということで、それぞれの農家の方、

あるいは農地を所有されている方に、どういうふ

うに考えているのかというのをアンケート調査を

しているところでございまして、やはりそれは、

完全に１００％でなくとも、限りなく１００％に

近いような形で意見を集約していかなければなら

ないという意味では、非常になかなか精度の高い

ものをつくらなければならないのかなというふう

には考えております。 

 そういう意味で、あとは来年の３月までという

ことで、１年間の中で、委員が御指摘のように、

各種農業団体とかの聞き取りも踏まえて、きちん

とした計画を定めていかなければならないという

ようなことで、これはスピード感を持って農業委

員会のほうに計画を策定するように、また、並行

して、総務経済の常任委員会のほうにも進捗を報

告しながら進めてまいりたい。 

 いずれにしても、来年３月３１日が計画のタイ

ムリミットというふうになっておりますので、そ

ういう意味では、あと１年間ですけれども、加速

度を上げて対応するようにという形で指導してま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしということで、１０番につき

ましては終了いたします。 

 次に、１１番につきまして、質問のある方の挙

手をお願いいたします。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 追加資料を確認させていただきまし

た。一般質問で答弁された町長がお答えした、役

員と懇談して決めた流れになっているということ

ではなかったように、経緯を見たのですけれど

も、その辺について、町長、お願いいたします。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 私のほうで、１点目で先ほど最初に

答えたように、商工会の皆様から要望書を提出と

一緒に懇談もさせていただきました。 

 その中では、これは令和５年１２月１１日のお

話ですけれども、要望書が提出された際に、商工

会のほうでの計画としては、２日間日程で開催し

たいということと、それから警備の部分での予算

的にはそこが増額しなければならないということ

と、あと全体の部分で物価上昇などがあるという

ことで、事業費としては、大体おおむね５００万

円、５０５万円というような形で来ておりまし

て、従来、当初からあかまつ街道納涼祭の部分に

ついても、ずっと２分の１の補助で来ていました

し、先ほど御答弁したように、町内全体の湖水ま

つりだとか、そういうようなイベント事業の補助

率についても、主催者とか主となる事業を行う方

の部分でも、補助として町としては２分の１とい

うことで統一して考えてますよということで、２

分の１のお話は私のほうからさせていただいてお
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ります。 

 その上で、先ほども言ったように、事業の積算

というか、それが例えば５００万円だったら半分

の２５０万円であるし、６００万円になるのであ

れば半分の３００万円というふうな形になります

よというようなお話はさせていただいたところで

ございまして、そういう部分で、その他、納涼祭

自体へのお手伝いというか、そういうものは、昨

年あかまつのバスの支援を受けられなかったとい

うようなお話もあって、そういう部分は柔軟に対

応していきたいというようなことでお話をさせて

いただいたところでございます。 

 以上です。 

○川上委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 納涼祭の挨拶で２日間開催とおっ

しゃられていましたが、先ほどの答弁では期待し

ただけというふうに言われてましたけれども、例

えば１日開催で、２５０万円の予算で１日開催と

いうことで商工会でなった場合は、１日しかでき

ないならやむなしという町長のお考えかどうか、

確認させてください。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 これについては、その事業の主とな

る事業する団体さんの、そういう意向で、やはり

２日開催ということであれば２日間の部分での、

今２分の１の助成金の話をしましたけれども、そ

れは主となる団体さんの事業でございますので、

団体の事業の考え方に、それはこちらも了承せざ

るを得ないかなというふうには思います。 

 以上です。 

○川上委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 委員会の中で２分の１ルールの規定

もないことが判明したのですけれども、この辺

は、今まで話し合った中で早急にする整備がある

かどうかお願いいたします。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 これまでも、こういうようなイベン

トの補助事業に関しましては、予算計上でもって

予算化をしてきたというような中で、特にそうい

う２分の１以内とかというふうに定めたものは、

御指摘のとおりございませんでした。そういう意

味で、今回そういうような部分を明確化していく

ために、公正・公平なルールを明確にということ

でございますので、ほかの自治体の例を参考に、

イベント補助に対する交付要項を作成してまいり

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 ほかのイベントでは、就労支援みた

いな形でまた違った応援の仕方があったように思

うのですけれども、納涼祭に関しまして、町長、

そのようなお考えがあるかどうか、お願いしま

す。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 商工会の部分におきましては、やは

り町を代表する経済団体であり、会員の皆様にも

まとまって事業を推進していただいている団体で

ございますので、そういう部分に関しましては今

後、十分にお話合いもさせていただきながら、協

力できるものは協力していきたいというふうに考

えておりますので、御理解いただきたいというふ

うに思います。 

○川上委員長 ほかにございますか。ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、１１番につきまして終

了いたします。 

 次に、１２番につきまして、御質問のある方の

挙手をお願いいたします。 

 中川委員。 

○中川委員 １２番ということで、地域活性化企

業人の関係だったのですけれども、町長の答弁

の、最初の答弁のほうでは、七飯町に関連してい

るところとやり取りして、旅行のエージェントだ

とか商品開発とかそういうのに絞っているような

お話だったのですけれども、この地域活性化企業

人の関係でいきますと、やはり国で進めている事

業で、こういった七飯町みたく要は地方ですね、

地方の自治体が要は三大都市圏の民間企業さんの

知恵を借りて、その地方が元気になるようなとい

う観点から、国でつくってくれていると思いま

す。その中で、確かに旅行だとか、そういう旅行

誘致だとかの観点でいけば、そういうのはいいか

もしれませんけれども、やはり今の七飯町の中
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で、これまでにない知識だとかそういったものを

得るには、やっぱり都会の三大都市圏の様々な業

種の方たちの知恵を借りるのが非常にいいことだ

と思うのですよ。なのですけれども、七飯町は確

かに観光地ですから、旅行だとかそういうところ

に力を入れたいという、それは分かるのですけれ

ども、そのほかに対しても、こういう制度をしっ

かり使っていくべきところだと思うのです。もと

もと七飯町は観光のまちですから、観光も力が

入っていますので、こういう旅行関係の企業との

つながりというのはもともとやっていると思いま

すし、この三大都市圏の地域活性化企業人を利用

しなくても、もともと町として観光事業を進めて

いますので、やはりここはこの三大都市圏のこの

制度をフルに生かしてやるべきだと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 ただいま委員から御意見をいただい

たように、これは本当に観光にとらわれず、様々

な七飯町の可能性というか資源を有効に活用する

ために利用できる制度だというふうに考えており

ますし、財源も特別交付税措置されますので、そ

ういう意味では有効に使っていきたいというふう

に考えております。 

 しかしながら、その辺のところで、どういう人

材、どういうような職種というか、そういうプロ

モーションも含めて、この七飯町の中で、七飯町

のまちのためにというか、活躍していただけるの

かというようなものも含めて、そういう分野をこ

だわらず、例えば広告代理店などでも七飯のもの

を広げていくということもできるでしょうし、七

飯町内にいらっしゃっていただいている企業で考

えても、大手ホテルさんだとか何件かございます

し、様々なそういうつながりもあるというものも

ありますし、可能性としては、例えば農業につい

ても、一次産品農業のものをどういうふうに販

売、ＰＲ促進というか、できるのかというような

こともあるので、考え出せば分野的には限りなく

あるということなので、その中で職員にも知恵を

絞ってもらって、今の七飯町のほうで、例えばそ

ういう、こういう方々の後押しによって、まだま

だ事業が伸びる可能性もあるというようなものな

ども育てていく上では有効なものかなというふう

に考えておりますので、経済団体、今商工会さん

のお話もしてましたけれども、商工会のほうと

も、農協だとか、そういうような団体さんなどに

も、これまでは観光協会というかコンベンション

さんだとかは、そういう意味で観光主体にやって

いたものですから、そういうお話もしてましたけ

れども、経済団体の分野とか、そういう部分とも

御相談しながら有効に使えるように、これは地域

おこし協力隊の個人の部分もありますけれども、

こういう企業での部分というようなこともありま

すので、そういう意味で、今後研究しながら取り

組んでまいりたいと思っております。有効な制度

なので、何とか生かせるように努めてまいりたい

と思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしということで、１２番目につ

いては終了いたします。 

 次に、１３番について、質問のある方は挙手を

お願いいたします。 

 平松委員。 

○平松委員 これは土木課で４,５００万円を出

してタイヤショベルを購入するということで、直

営の班はずっと継続したいという、先ほどの町長

の御答弁でしたけれども、基本的に町内の業者に

そういう仕事を全部委託して、それで町内業者に

仕事をしてもらったほうが結果的にははるかに安

い。何かあったときに直営の手ならすぐ動くとい

うことは、前の町長から皆さんそうやっておっ

しゃってきていますけれども、年がら年中直営の

部隊が仕事をしていなければ駄目だという事態

は、何年も見てきていますけれどもあまりないの

ではないのかなと。ぜひ、修理代もかかるとか何

とかとおっしゃってましたけれども、そういうの

はもう民間に任せてしまって、できるだけスリム

化していくという考えを持つべきだと思うのです

が、その点についてもう一度答弁をお願いいたし

ます。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 この除雪ローダーの部分に関しまし
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ても、これはやはり特殊車両なのですね。今、七

飯町内の除雪の関係におきましても、ほぼほぼ民

間委託していただいて、御協力していただいてい

るという状態で、一部地域だけ直営部隊というよ

うな形にしておりまして、以前に全てを委託にし

たらどうだというようなお話も大分前にあったの

ですけれども、やはり雪の降る時間帯もございま

して、最近は民間事業者の方々も、日中も冬期で

あっても日中も仕事しながら除雪も兼ねているよ

うな形で、除雪車が出る時間帯だとかも、ある程

度整理しながらやっているというような状況の中

で、やはりそういうできるところは委託にして

いって、委託の仕事のフォローも含めて、一部直

営部隊も置きながら、住民生活の冬の安心な道路

環境をつくるために、一部は直営部隊を持ちなが

ら、できるところは委託して、今現在そういう状

況になっておりますので、そういう形で維持して

いきたいということもあります。 

 それからまた、除雪車というのは特殊車両でご

ざいまして、すぐに頼んですぐに来るというもの

でもございませんし、今委託している除雪事業に

関しましても、もう既に夏場からそういう重機を

確保して、リースの契約だとかしながら冬の除雪

の準備をしているというようなこともございまし

て、七飯町全域の除雪をする上で、雪の降り方で

夜降らないで日中降ったといった場合に、すぐに

委託事業者が出れるかどうかということもありま

して、そういう部分もサポートしながら、きちん

とした除雪環境を築いていくために、重機として

は町のほうで購入して持っておきたいというよう

なこともございますので、御理解いただきたいと

いうふうに思います。 

○川上委員長 ほかにございますか。ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしということで、１３番目につ

きましては終了いたします。 

 次に、１４番につきまして、質問のある方の挙

手をお願いいたします。 

 江口委員。 

○江口委員 先ほどの町長の答弁で、１番、２番

の答弁で、ＺＥＢの見積りが高いという発言だっ

たかと思われるのですけれども、そのように聞き

取れたのですけれども、もし見積りがあるなら、

その資料の要求をしたいと思います。なければ、

ＺＥＢの高いという金額の理由になる部分の資料

が何かあればと思います。 

○川上委員長 どこの見積りですか。 

○江口委員 ごめんなさい。ＺＥＢの見積りです

ね。 

○川上委員長 どこの見積りですか。何の見積り

ですか。 

○江口委員 中学校のＺＥＢの見積りの関係で

す。 

○川上委員長 中学校。 

○江口委員 はい。 

○川上委員長 暫時休憩します。 

午後 １時３４分 休憩 

────────────── 

午後 １時３８分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 町長答弁から始めます。 

 町長。 

○杉原町長 大変失礼いたしました。 

 初めのほうにもＺＥＢの関係をお話ししてまし

たので、その部分で私のほうで見積りと言ったの

ですけれども、見積りではなくて、大変、そこを

訂正させていただきます。設計積算の部分でＺＥ

Ｂ化した場合と比較して、ＺＥＢ化した場合の事

業費とそれから補助金の関係だとかというのを、

今の長寿命化でやる部分と比較して、なかなかＺ

ＥＢ化の補助がつきづらいというようなこともご

ざいまして、そういう意味で今回はより経費が安

くて効率的なほうを選ばせていただいたというこ

とでございます。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 平松委員。 

○平松委員 １４番というのは、中学校の長寿命

化工事、これが優先的にという５大事業の中の一

つで、それに対して、我々のほうとしては、ＺＥ

Ｂ化の検討をしたのかということを、予算委員会

の中で質問をしています。 
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 ところが、ＺＥＢ化で積算をすると設備的に高

くなるということが、予算委員会の中では答弁と

して上がっていました。しかし、ちょっと遅れて

申し訳ないような話なのですが、エコスクールと

いうのに対象の学校を登録すると、文科省、国交

省、環境省、これらの補助金が対応になるという

ことをおっしゃっている自治体がありました。 

 今回は一番急いだ点というのが、まずはエアコ

ンをつけたいということで一生懸命やられたと思

うのですけれども、それと前から言ってきた長寿

命化を組み合わせしたということで、ぎりぎり今

月の補助金の申請に間に合わせたというのが実態

だと思うのですよ。 

 ただし、今言ったようにエコスクールとかこう

いうことで調べていくと、今は文科省から３分の

１しか補助金もらえないのですけれども、もっと

もっともらえる可能性があるのですよね。だか

ら、教育委員会を責めるわけではないのですけれ

ども、確かに調査期間短かったですよね。だから

もう少し、今回の予算は、例えば一旦保留にして

きちんと調べて、もっともっと七飯町の将来にプ

ラスになるものがありそうですから、きちんと調

べ直すというお考えはないでしょうか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 補助金の要望手続、そしてその事業

の認可だとか、そういうものにやはり時間がかな

りかかるのですよね。それから、ＺＥＢ化の部分

だとか、エコスクールだとかというような新たな

支援策も出てきているとは思うのですけれども、

そういうものも、今御意見を聞きましたけれど

も、今回のこの七飯中学校の長寿命化について

も、先ほどお話ししたように、その事業費の積算

においては、ＺＥＢ化した場合とか、今現状進め

させていただくような形の部分だとかというのを

比較検討させた上で、事業化して進めていきたい

というふうに考えておりますので、今七飯中学校

も、昭和５１年の建物ですから、かなり中の設備

の関係が特に傷んでいるということもございます

ので、当初のこの予算で計上させていただいて、

早急に、早めに進めてまいりたいと考えておりま

すので、御理解いただきたいというふうに思いま

す。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 物価が上がったとかいろいろなこと

で、２２億円オーバーの予算が必要だということ

で、今回予算の申請されているわけですから、こ

れがたとえ少なくても、１億円でも２億円でも下

がるのであれば、可能性としてそういうものをき

ちんと調べた上で、取りあえず一回、やめなくて

もいいですけれども、保留もしくは一時休止とか

にしておいて、文科省だけの補助金ではなくて、

ほかのものをやったほうが安上がりだと結果が出

たら、変えられるようなお考えはないですか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 同じ答弁になってしまうのですけれ

ども、この事業の申請をして、事業認可を得て進

めていくということと、昨夏の猛暑の対策も含め

て、エアコンの設置も含めて、特に七飯中学校の

場合は、暖房が電化というか、オール電化という

か、暖房が電気の暖房だということもございまし

て、イニシャルコストを含めて、早急にエアコン

でのそういう冷暖房というような形も含めて進め

てまいりたいと考えておりますので、当初のとお

り進めてまいりたいと考えておりますので、御理

解いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川委員 ちょっと考え方だけ。 

 長寿命化の、これは中学校ですけれども、今回

の七中の関係はＺＥＢが入っていないということ

で進めていくということですけれども、七飯町の

ゼロカーボン達成目標というのを、令和５年度に

掲げて、その中でもやっぱり公共施設の更新時の

ＺＥＢ化を含むというのを町が率先してやってい

くと、この方針を定めている中で、今後も財政的

なこと等協議した中で、実際はＺＥＢまではやら

ないで進めていくということでよろしいのか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 いわゆる環境省が進めているＺＥＢ

化補助事業の要件には該当しないのですけれど

も、省エネ化、今、断熱材だとか窓だとか窓ガラ

スだとかそういうものを含めて、きちんと暖房効

率だとかを上げながら、冷暖房の効率を上げなが
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ら、またあるいは照明もＬＥＤ化するだとか、そ

れから電気暖房も昔の昭和５０年代の電気暖房を

やめて、エアコンの冷暖房に切り替えていくとい

うような中で、電気製品の電気の使用量も大分少

なくなってきているというような部分で、二酸化

炭素の排出量の削減という意味では進めてまいり

ますので、省エネ対策ということで進めてまいり

ますので、環境省の事業に対するＺＥＢ化補助の

部分にはハードルが高くて該当はしないのですけ

れども、今の工事の内容としては、そういう脱炭

素化の工事内容というふうになってございますの

で、御理解いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 町長が掲げている、ゼロカーボンシ

ティ宣言されましたよね。昨年度はゼロカーボン

の推進の策定をして、今年度もゼロカーボンの推

進協議会を設置して進めていくということですけ

れども、省エネは省エネで、別に省エネという考

えですよね。でも、ゼロカーボンをやっていくと

いったときには、やっぱりこのＺＥＢをクリアし

ているとか、そういうものをやっていかないと、

これ自分で町長というか、七飯町で進めてきてこ

れをまた推進していくということだと思うのです

けれども、片方ではＺＥＢを進めていきます。で

も、お金がないのでＺＥＢまではやりませんとい

うことであれば、ちょっとどっちなのかなと。今

後も大型事業が続いていくと思いますので、やっ

ぱりこのゼロカーボンだとかＺＥＢに関する考え

方を、やっぱり町としてやっていかないと、建設

関係のものにどう反映させていくかというのが出

てきますので、その辺についてどう考えています

か。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 このＺＥＢ化という部分の表現が、

こちらのほうで建物のＺＥＢ化の部分では、ＺＥ

Ｂ化の補助金というのがあって、その補助金が非

常に、その補助金をいただくのに、高断熱高気密

というか、ハードルが高いということがあって、

通常のそういう工事をする以上に工事費がかかっ

て、それに対する補助金もＺＥＢ化の脱炭素の部

分での割合で補助金の補助率も決まってきますけ

れども、その補助率を充てても、そのものによっ

ては、ＺＥＢ化したほうが事業費が高上がりに

なってしまうということもございまして、その辺

はきっちりと設計などの比較をしながら考えてい

かなければならないというふうに考えております

し、また、ゼロカーボンシティの部分におきまし

ては、これは全国でやはり地球全体の問題ですの

で、一自治体からやはり取り組んでいかなけれ

ば、なかなか二酸化炭素の排出量を削減というの

が難しいと、全世界的な課題でございますので、

まずは私どもも含めて、二酸化炭素の排出量削減

ということでまちづくりを進めていきたいという

ふうに考えておりますが、その中で七飯町とし

て、今の財政の部分だとか含めて総合的に考え

て、今最もよく進められるのは、この省エネ化で

もあり、また七飯中学校の長寿命化の改修工事に

おきましては、今のＺＥＢ化の補助の基準にまで

は満たないのですけれども、きちんとした断熱を

して、ガラスも取り替えて対応してまいりたいと

いうふうに考えておりますので、電気の使う使用

量も減らしていきたいというふうに考えておりま

すので、まずは省エネから始めてまいりたいとい

うふうに考えておりますので、御理解いただきた

いというふうに思います。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 省エネから進めていくというのは分

かるのですけれども、考え方として、ここにう

たっているＺＥＢ化を含む、公共施設の更新時の

ＺＥＢ化を含むと書いているのですけれども、Ｚ

ＥＢ化をやることによって事業費が上がるという

こともありますけれども、そもそも高性能のもの

を使うだとか、高性能の仕様に変えていくという

ことで、環境に優しいだとか断熱効果があるだと

かということになると思います。なので、実際今

度はランニングが下がったりとか、そういうイニ

シャルだけが高くなることばかり考えないで、

やっぱりランニングが下がっていったときに、そ

こはそこでいいのかなということもありますし、

実際こういう環境の関係でいいものといったらあ

れですけれども、高性能のもの、高性能の仕様に

変えていくということは、そもそも安くないので

すよ。だから、片やこうやってＺＥＢだとか環境
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にいいものを使いましょうということで、ＺＥＢ

の方針を定めていますけれども、こういう定めを

するのであれば、建築時にはコストも上がるなと

いうのは必然的に分かってくる話なのですよね。

ですから、そのときになって、ＺＥＢはいいけれ

どもお金がないから、やっぱりこの程度でやめよ

うだとかということであれば、このＺＥＢの進め

る方針というのはちょっとちぐはぐになるような

気がするのですけれども、その点についていかが

でしょうか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 いわゆる全国的にはそういうふうに

して取り組んで進んでいる自治体もあるかという

ふうには思うのですけれども、今現在既存施設の

長寿命化を図っていくというような部分で、４０

年、５０年前に建築された時点のものを、長寿命

化でリフォーム改修した部分では、今現在のそう

いう電気設備だとか、最新の高性能なものに切り

替えていく中で、省エネ、電気の節電なども電気

量の使用料が大幅に削減されるだとか、そういう

ような意味では、二酸化炭素の排出量を削減する

ための省エネ対策というふうになるのだというふ

うに思っております。しかしながら、私どもも、

事業経費と、それから財源、そして町自らの一般

財源の持ち出しというバランスの中で、このＺＥ

Ｂの高機能化というようなことがかなえられるの

であれば、そういうふうに進みたいとは思ってい

るところでございますが、大分ＺＥＢ化の基準、

補助をもらうためのハードルが高くて、思った以

上に経費がかかってしまって、財源についても補

助率はあるのですけれども、来る事業費と、それ

から頂く金額と含めて、一般財源も含めて考える

と、なかなか完全なＺＥＢ化というような形とい

うのが厳しいかなというような下、今回の七飯中

学校の長寿命化の改修工事については、そういう

ようなものを比較検討しながら、積算したものを

予算計上させていただいたというようなことで、

ＺＥＢ化の補助金の条件には適合しないのですけ

れども、先ほど申し上げましたとおり、断熱性の

向上だとか、照明の電力消費が少ないＬＥＤだと

か、あとは電気のパネル暖房からエアコンの冷暖

房というような形の最新の機器への切替えによっ

て、電気の消費量を減らして、最終的には二酸化

炭素の削減につながるというふうに考えておりま

すので、そういう形で御理解いただきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 ＺＥＢをやると事業費がかかるとい

うことですけれども、先ほどの６番のゼロカーボ

ンの関係のものもあったのですけれども、ここと

の整合性が取れなくならないですか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 ゼロカーボンの部分でいきますと、

今も答弁したとおり、最終的には二酸化炭素排出

量を削減していくのだというようなことで、個別

のあとは施設のそういう改修も含めて、今後の施

設、例えば次期大中山中学校の長寿命化改修もご

ざいますので、その部分での学校施設環境改善交

付金とＺＥＢ化補助金等を可能な限り活用できる

ように、その辺の比較検討も進めてまいりたいと

考えておりますので、御理解いただきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしということですので、１４番

につきましては終了いたします。 

 続きまして、１５番について質疑のある方、挙

手をお願いいたします。 

 平松委員。 

○平松委員 これは、図書館とか体育館とかの大

体の形が見えてきたところで、ヒアリングをする

ということで、そのヒアリングは中高生に聞くと

いう説明でしたが、全く私は順番が違うと思うの

ですけれども。最初にいろいろな利用する人たち

の声を聞いておいて、それからいろいろな予算に

つながる専門知識を持った方たちが、そのアイデ

アを具現化していくという流れでないと駄目だと

思うのですけれども、ある程度出てきたところ

で、学生さんにどんなものが欲しいのかという話

は、例えばもう基本設計か何か出てきたときに、

例えばここに水飲み場があったほうがいいとか、

こういうオープンスペースが欲しいだとか、その
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程度の話ではないかと思うのですけれども、何か

このヒアリングをする中高生の意見を聞くために

何か延ばしたというのが納得できないですけれど

も、その辺もう一度説明をしてください。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 この社会教育施設の整備検討委員会

の部分で、委員の皆様から御意見として、利用者

層として想定される中高校生の意見聴取が必要

と、そういう御意見もあったものですから、今４

月をめどに、町内の中高校生から利用目的や機能

などの意見を聴取する予定としているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川委員 社会教育施設整備検討委員会という

ことで、９月までは継続していくということです

けれども、ちょっとそもそもこの委員会の在り方

なのですけれども、やはり実際整備していくのが

はっきりいって見通しついていない状況で、この

委員会を開催していくということも、実際に動き

出すのが５年後なのか、７年後なのか、１０年後

なのか分からない状態ですよね。例えば３年後に

ある程度やっていきたいとかという考えであれば

いいと思うのですけれども、５年、１０年とか

たっていった場合には、それこそ今はもう３年、

５年でも時代が変わっていく、昔は十年一昔とい

いましたれども、今はもう本当３年くらいでどん

どん変わっていってしまっている世の中ですか

ら、やっぱりそういう状況で、検討委員会の方々

を９月まで延ばしてやるというのは、さほど意味

がないといったらあれですけれども、ちょっと違

うのかなというのと、あと、この検討委員会で、

検討委員会そのもの自体の在り方として、例え

ば、図書館とかは今やらないという方向性を、町

長は先送りという発表はしましたけれども、そも

そもこの検討委員会の中で、昨年視察に行ったり

だとか、皆さん一生懸命議論されている、いろい

ろなことを考えてきてくれている方々だと思うの

ですけれども、その中の議事録の一部の中では、

視察の感想だとか、視察のまとめですよね。そう

いうものが出来上がっていないのに、町側から図

面が出てきて、提案されて進まってきていると

か、そういうのであれば、表現いいかどうか分か

りませんけれども、出来レースではないですけれ

ども、やはり町民の声を聞くと町長言っています

けれども、それは町民の声を聞いた形をつくって

いるだけで、実際聞いていないのと一緒だと思う

のですよ。だからそういうことも考えて、この検

討委員会の在り方自体をきちんとしたほうがいい

と思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 昨年、社会教育施設整備ということ

で、老朽化しているスポーツセンターと、それか

ら皆さんが期待している、今までも要望のあった

図書館について進めてまいりたいというふうに思

いまして、検討委員会を立ち上げさせていただい

たところでございました。それが、今年度、途中

で大変申し訳なかったのですけれども、新規の施

設については、今の情勢からいくとなかなか厳し

いのかなというような判断に至ったことによっ

て、今回、図書館のほうは大変申し訳なかったの

ですが、先送りと判断させていただいたところで

ございまして、スポーツセンターについては開館

から５０年以上経過しているということで、耐震

もないというようなことで、何とか進めてまいり

たいという考えはあるのですけれども、大型事業

があるというようなことで、それを調整しなが

ら、今後の行財政改革も含めながら、皆さんにお

示ししている財政計画もある中で、精査しながら

考えていきたいというふうには思っているところ

でございますが、この基本構想、基本計画につき

ましては、やはり昨年から委員会を開催していた

だいてきて、視察にも行っていただいたのですけ

れども、委員会での議論だとか、そういうものが

時間が足りないというようなこともやはり言われ

ているものもありましたし、それから先ほどのよ

うに、利用者層としての想定される中高校生の意

見も聞いた中でまとめていったほうがいいという

中で、手続、手順の部分では、そういうような図

面を先に意見も聞かないで出されたというような

側面もあったかもしれませんけれども、その部

分、反省して、丁寧に今後委員会を進めて、９月

末までに基本構想、基本計画のほうは策定してま
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いりたいと考えておりますので、御理解いただき

たいというふうに思います。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 この社会教育施設整備検討委員会に

ついては、やはり昨年の委員会の中身を見ても、

例えばいろいろな意見がある中の一部ですけれど

も、視察結果を踏まえると、複合施設ではないか

と思うとか、いろいろな機能が集まった建物は町

民にとっても使いやすいとか、人が集まりやすい

とか、そういった意見も出たりしていますので、

ただ町の今のこのやり方を見ていると、こういう

意見が出ている中ですけれども、現実的にはお金

がないので難しいのですよとか、そういうことを

言われたら、検討委員会は意味ないではないです

か。だから、検討委員会と立ち上げて町民の方に

交ざってきてやってもらっているのですから、町

民の声を聞くという町長の考え方はいいと思いま

すよ。それでしたら、やっぱりそこをきちんと聞

いた上で進めていくというようにしないと、財政

が、お金がありきというのも分かりますけれど

も、でもそれを言ってしまったら、最初から建て

られませんということを進めていますので、やっ

ぱりそこというのはこの検討委員会自体をやるの

であれば、もう一から出直して検討委員会を立ち

上げて、今後の体育館、図書館、プールというも

のを最初から町民の声をそれこそ聞いてやってい

くという考えの検討委員会を続けるのであれば、

続けるというのか、新しくつくるというのか、

やったほうがいいと思うのですけれども、今のま

ま、ただ中小学生かな、子どもたちの声を聞い

て、そのためだけに残してやっていくというの

は、ちょっとこの検討委員会に入っている方たち

だとか、そういった施設、体育館、図書館、プー

ルを待望で待っている方々にすごく失礼な状態だ

と思いますけれども、いかがでしょうか。 

○川上委員長 暫時休憩します。 

 ２時２０分、再開いたします。 

午後 ２時０６分 休憩 

────────────── 

午後 ２時２０分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 中川委員の質疑に対しての町長の答弁から入り

ます。 

 町長。 

○杉原町長 社会教育施設整備検討委員会の御意

見として、これまでも聞いてきた中で、町のほう

から一方的なような形だったのではないかという

ようなこともございましたけれども、今後は９月

末までの基本構想、基本計画の策定に向けて、丁

寧に既存の委員会の御意見を踏まえながら、計画

策定に努めてまいりたいというふうに考えており

ますので、これまでのそういう感じをしたという

ような、そういう思いであれば、それは改めさせ

ていただいて、丁寧に委員会を進めていきたいと

いうふうに思いますので、御協力のほうをお願い

したいというふうに思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 いろいろ質疑がありまして、検討委

員会が立ち上げったときに、七飯町としての大型

の施設のそういう総合計画の中で、順番的にはど

のような、図書館、スポーツセンター、そういう

施設がどのぐらいの順番になっていて、どうなの

かという話を先にされていたのかどうなのか、そ

の点。 

 いろいろ環境の水道が老朽化した、電気も今時

代古くて高額になっているとか、様々な施設の問

題もありですけれども、そういう長寿命化対策と

いう、その部分はどのように説明をされているの

か、どうなのかということと、国として文科省が

長寿命化というか、学校施設のいろいろ整備を今

の時代に合った施設にというようなことで、結構

何％が国としては今いっている状況だというよう

なことも載っていますけれども、そういう中で、

七飯町は大中山新築、老朽化としては新築もして

きましたし、大沼も小学校が長寿命化で合同の学

校になったということで、七飯町は頑張ってやっ

ている状況というのもあるのですけれども、何か

文科省からの締めつけ、早く長寿命化をして施設

の改修をするとかという部分が、文科省のほうか

ら来ているのかどうなのか、そのあたりちょっと

この２点。 
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○川上委員長 文科省の締めつけですか。早く長

寿命化をやれという。それ１５番のどこに当たる

というか。 

○神﨑委員 そういうことではなくて、計画どお

り建設がされてきていると思うのですけれども、

もし文科省のほうから、補助金が今回ここ補助で

１億９,６００万円ほど、お金が国から補助金と

して入っているのですけれども、文科省からその

ような早く長寿命化というか、うちのほうは計画

どおりやっていると思うのですけれども、そう

いったこともあるのかどうなのか、その辺分かり

ましたら。 

○川上委員長 １５番、体育館の話なのですね、

校舎ではなくて。質疑のほうは、１７番の質疑あ

りますので。では、１７番のときに、再度神﨑委

員のほうから聴取します。 

 ほかに、１５番につきましてございますか。ご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしということで、１５番につき

ましては、質疑を終了いたします。 

 次に、１６番について、質問のある方の挙手を

お願いいたします。 

 上野委員。 

○上野委員 １６番についてですけれども、これ

は令和５年の町長の施政方針で、図書館、スポー

ツセンターについては、町民待望の施設であっ

て、この基本構想、基本計画の策定に取り組んで

まいりたいというようなことを、施政方針で述べ

ておりました。しかし、令和６年度になって、検

討委員会の第３回目の委員会の中で、町長は図書

館については保留したい。それから、その社会教

育施設の建設の前に、五つの事業を実施しなけれ

ばならなくなったというような方向を打ち出し

て、検討委員会で進めてきた事業がいつのものに

なるか分からない、そういう状況を町長が発言で

打ち出してしまったということなのですけれど

も、これは完全に町長の公約違反だというふうに

思われるわけですけれども、それについてどう考

えておられるのか。 

 私としては、このエアコン、小中学校の学校へ

のエアコンの設置、それから本町の学童保育クラ

ブの老朽化した施設を建て替えると、これについ

ては緊急性はある程度認められということでは、

想定しなかった新しい事業であるというふうには

認められるわけですけれども、しかし、中学校の

長寿命化工事、それから、仁山の一般廃棄物の長

寿命化の工事といいますか、この二つについて

は、緊急性という点では特に認められない。これ

を緊急性がある二つの事業にかこつけて、一緒く

たに提案してきたというのが実態だと思うのです

よ。そのことについて、町長はどのように考えて

おられるのか。そういったことと、それから、こ

の間、本町の地域センターは老朽化して、築５４

年もたって、本来の耐用年数を超えて危険な建物

になっているということで、町は図書室に出て

いってくれと。それから、１階の社会福祉協議

会、ここにもほかのところに出ていってもらいた

いということで、この地域センターを建て替える

のでもなし、図書館の建設を進めるのでもなし、

とにかく危険な施設にいては危ないから出ていっ

てくれと、こういう言い方で取り組んでいるとい

う実態ですよね。これは町の姿勢としては、本来

あるべき姿勢ではないのではないですか。本来そ

ういう危険な施設は町のほうできちんと対応し

て、こうしますので移ってくださいと。例えば図

書館を建てます、地域センターを新しくしますと

いうような方向をきちんと示して、納得いくよう

な、そういう取組をしながら対応していくべきで

はないかと思うのですが、町長の姿勢は全くそう

ではない。それについてどうお考えなのか伺いた

い。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今、上野委員からお話があったよう

に、昨年令和５年の施政方針のほうにやっと待望

の図書館、それから老朽化したスポーツセン

ター、私もやはり皆さんが、町民の方々が、自分

のまちで豊かな生活を送るためには、文化、ス

ポーツに親しんでいくことが一番の健康、そし

て、心身ともに豊かな生活であり、そういうまち

を目指したいというふうに考えて、また、今御指

摘のありました、本町地域センターの部分は大分

老朽化して、そしてまた、そこには社会福祉協議

会と、それから図書室が入っておりますが、図書
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室のほうが２階にあるというようなことで、足の

悪い方も含めて、小さい子どもさんなども、２階

まで行くというふうになると非常に大変だという

ようなこともあって、従前からこのまちは文化の

誇り高いまちにしたいという、町民の皆さんの思

いもあったということもあり、そういう図書室が

老朽化しているということもあり、できる限り図

書館の整備についても、事業の中で、計画の中に

取り込めないかというふうにして考えてきたとこ

ろでございまして、昨年、そういう検討委員会を

立ち上げていただいて、委員の皆様には、昨年か

らお話合いをしていただいてきたところでござい

ました。 

 また、その間に、今５大事業ということで御説

明してありますけれども、七飯中学校の長寿命化

だとかの部分に関しては、やはりもう古くなって

きているというようなこともあって、第一優先に

やらなければならないというようなことで、ある

程度事業の計画は決まってきている中で、事業費

のほうがもっと少なかったという状況もあって、

その中で、何とか皆さんが要望している図書館

と、スポーツセンターも、その事業計画の中に盛

り込めるのではないかという、昨年の時点でのそ

ういう考えでございました。 

 しかしながら、検討委員会を立ち上げて、検討

委員会を進めていく中で、図書館とスポーツセン

ターの概算事業費も、基本構想、基本計画の中で

進める中で、おおよその概算の概算ですけれど

も、今の状況の中で事業費を計算したら、これぐ

らいになるのではないだろうかというようなもの

を出しながら進めてきている中で、それ以外の当

初からある５大事業を中心にしたものも、そうい

う社会情勢の変化、異常気象の影響を受けて、必

要な施策がエアコンの設置だとか、命を守ると、

生活を守るという部分の第一優先のものが出てき

てしまったというような中で、新設する施設につ

いては大変申し訳なかったのですが、先送りにさ

せていただくというような判断をさせていただい

たところでございます。 

 今そういう部分において、今現状の図書室自体

がやはり課題があるというふうには認識しており

まして、その部分に関しまして、今この町内の部

分で代替施設になるような、民間も含めて公共施

設の利用できるところに、既存の図書室だとかを

できるだけ早く、そういうような活用できる施設

を探して、そしてそこに移せるような形で、図書

機能の充実というようなものを進めていきたいと

いうふうに考えておりまして、そういう意味で

は、地域センターに今社会福祉協議会も入ってお

りますけれども、地域センター自体がだいぶ老朽

化しているということもありまして、その部分の

対応を急ぎながら、図書室のそういう図書の活用

充実というような部分では、今の新築はできませ

んけれども、今ある既存の施設を活用した中で進

めながら、次の図書館が建設できるようなタイミ

ングの時期を見極めていきたいというふうに考え

ておりまして、非常に皆さんには御期待もしてい

ただいたところでございますが、今の状況を見ま

すと、何とか今後の５大事業については、事業費

を精査しながら、基金の取崩しを抑えながら進め

ていきながら、当面、ちょっと申し訳ないのです

が、図書室の運用を使いやすいような場所に移す

ことを念頭にして、なるべく早く進めてまいりた

いと思いますので、昨年からのこういう基本構

想、基本計画を策定していくというような中で、

図書室が先送りになったという部分に関しまして

は、改めてこの場でおわびを申し上げまして、今

後はそういう、今言ったような図書室の今現在の

部分、各地区に大中山、大沼にも図書室がござい

ますけれども、そういうもののソフトの充実とい

いますか、図書機能の活性化を図りながら、図書

館については時期を見て考えてまいりたいと思っ

ているところでございますので、御理解いただき

たいというふうに思います。大変申し訳ございま

せん。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 町長、答弁をいただいているのです

けれども、質問に十分答えていないという、そう

いう部分があります。 

 一つは、緊急性の問題ですよね。緊急性という

ことでいえば、耐震性のない図書室、それからス

ポーツセンター、これは住民の安全安心という立

場からすると、優先させるべき事業ではないかと

いうふうに思うのですが、町長の考えはそうでは
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なくて、ほかのところに一時移ってもらうという

ようなことで、対応を当面先延ばしするという考

えで、きちんとした対応をしない、そういう方向

で方針を打ち出しているという問題があります。

これは非常に問題があるのではないかというふう

に思います。 

 それというのは、七飯町の図書室は２４年前に

建設寸前になっていたときに、当時の町長がサッ

カーグラウンドの建設にそれを切り替えたという

ことで、その年で図書館建設への国の補助金が全

国に図書館が行き渡ったということで廃止してい

るのですよ。そのために、その後町は図書館の建

設ができなくなった。２４年間も図書館がないま

ちになってきた。今はここに来て、補助金も一定

考えられて建設しようとすればできる。そういう

段階になって、杉原町長がこれをさらに先延ばし

するという二人目の町長になったわけです。 

 これを先延ばしますと、どういうことになるか

というと、今、峠下の一般廃棄物の最終処分場、

この工事をやろうとしておりますけれども、この

工事は令和１２年まで実施して、その後１３年か

ら供用開始と、令和１４年まで延長する工事が行

われるということなのですけれども、そういう状

況からすると、そういう事業を図書館の建設に先

んじてやる。その後に、やった後、１２年以降に

スポーツセンター、これが４年かかるというので

すよ。そして、その後に図書館を考えるというの

が今の杉原町長の考えだということで、６年、工

事から６年後になるということで言えば、２４年

プラス１２年、３６年くらいの間、七飯町は図書

室、図書館のないまちを続けなければならないと

いうのが町長の今の進め方による結果ですよ。そ

れで本当にいいのでしょうか。 

 図書館のない、３万人近い住民の住んでいるま

ちで、図書館のないまち、これがどんなに住民に

とって文化的な事業に接することができないまち

になっているかということが考えられるわけです

けれども、今の実態をちょっと触れてみますと、

七飯町の図書室の１年間の図書事業の費用、これ

が住民１人当たり１７円しか出していないという

ことなのですよね。近隣のまちで言いますと、森

町は七飯町の２分の１の人口ですけれども、そこ

で２６５円、七飯町の１５.５倍の図書費を出し

ている。それから、江差町は七飯町の人口の４分

の１のまちですよ。そこで１人当たり６１５円の

図書費を出している。七飯町の３６倍ですよ。 

 こういうようなことで、七飯町のこういった図

書館事業、これがこの渡島・檜山１８の自治体の

うちで最低のまちになっているという実態を、町

長は実感しておりますか。それをこのまま、また

あと１２年も続けようというのが今の言い方だと

思うのですけれども、それで本当にいいのかどう

か。町民が望んでいる行政をやるというような姿

勢を示していながら、実際はそうでない、やって

いない、やらない。そういう町政を今実施してい

る。そういうことに対して町長は、どのように考

えているのか、きちんとお答えください。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今おっしゃられたような、住民１人

当たりの図書室に係る経費、七飯町１７円という

ようなお話でしたけれども、ほかのまちでは６０

０円から２００円というような形の中で、単純に

予算額の人口割で割ると、確かにそういうふうに

なるのでしょうけれども、過去からの経緯の中で

平成１０年、最後にこの文化の森構想もありまし

たけれども、文化センターが建設され、そして歴

史館が建設され、その次は図書館だというような

当時のお話も私も承知しております。しかしなが

ら、当時も社会教育施設整備事業の補助金が、歴

史館が建設以降補助メニューがなくなったという

ようなことで、建築を断念してきたというような

経過もあって、それから来て、今回私も昨年、そ

ういう計画も含めて七飯町の部分では、図書館の

建設が皆さんの要望でもあり、何とか進めたいと

いうふうな形の中で進めたいということから、基

本構想、基本計画のほうの策定に進ませていただ

いたという経過もあるのですけれども、今回先ほ

ど説明したような事情の中で、一旦断念して先送

りというようなことで、上野委員から御指摘があ

るように、今回これがこのようなことになったこ

とで、また今回もかというような部分もあるかと

思います。 

 また、その後にお話しされた先ほどの図書にか

ける予算の金額も、七飯町としてはもっと文化、
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そういう文化振興に予算をかけるべきでないかと

いうようなお話ですけれども、建物自体は今回断

念したわけでございますが、そういう意味で、今

従前から図書室というふうに活用しているものも

ございまして、そちらの図書室の部分の活性化、

振興が課題だというような御指摘をいただいてい

るのだというふうにも思います。そういう意味で

は特に老朽化して耐震性のない本町地域センター

にある図書室の早急な改善、この付近の地域にお

いて、その代替になるような施設を具体的に探し

ながら、そして皆さんが安心して入れるような、

まずはそういう施設、図書機能の充実のほうに進

めていきたいというふうに思います。 

 本当に建物を建てられないという部分は、大変

申し訳ないというふうに思いますが、今後のその

大型事業の進捗も含めまして、事業には十分注意

を払って精査しながら、スポーツセンターの部分

ももう老朽化しているということですので、ス

ポーツセンターの事業は何とかそういう部分で取

り組んでいきたいというふうに考えております

し、図書館につきましては大変申し訳ありません

が、今回先送りとさせていただいて、その中で、

既存の施設を活用した安心できる場所に、図書室

をまずは移させていただくような方向で、そうい

う図書館機能、図書のそういう図書館の利用、図

書室の利用ですね、図書室の利用促進を図ってま

いりたいというふうに考えておりますので、これ

までの経緯をおわびして、上野委員への御答弁と

させていただきます。 

 以上です。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 今の町長の答弁では、これまで２４

年間、図書館のないまちでやってきて、これから

さらに約１２年近く、町長の今の方向で行きます

と、さらに図書館のないまちで行くということが

示されたというふうに思うわけですけれども、３

万人近いまちで、図書館のないまち、３６年近く

続けると。二人の町長が、そういう図書館につい

ては後に先延べするという方針を出してきたため

にこういう事態が発生するということが今起こっ

ているわけですよ。それについて、町長は少しで

も、この図書館建設を早めるという考えは本当に

ないのか。 

 今先ほども私言いましたけれども、緊急性のあ

る事業というのは、町が今示した五つの事業のう

ち二つではないかと。あとの三つは緊急性がそう

考えられない。その事業をする前に、挟んで、図

書館、スポーツセンター、これを実施するという

方向は町長の考え次第ではできることなのです

よ。それを今、やるかやらないか、そういう考え

を検討するかしないか、そういう段階に来ている

というふうに思うのですが、町長の考えを伺いま

す。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 施設の整備に関しましては、大きな

５大事業もあるというような中で、それを今進め

ていくわけですけれども、その部分では、行財政

改革も進めながら、なるべく事業費の精査もし

て、事業の圧縮もしながら進めてまいりたいとい

うふうに考えておりますし、その中で、まずはで

きればスポーツセンターのほうを、改築のほうを

優先させていただいて、その後に図書館というよ

うな形で考えてはいるのでございますけれども、

この５大事業のほうの事業費の先行きも踏まえ

て、中長期の財政計画などとも見合わせながら、

できる限り、早くにはやりたいとは思うのですけ

れども、まずは今目の前にございます中学校の長

寿命化を図りながら、事業の精査、圧縮という部

分に関しましては、これは引き続き取り組んでま

いりたいというふうに考えておりますので、今回

は図書館は先送りさせていただきますけれども、

将来的な部分に関しましては、念頭にはございま

すので、何とか今年次は申し上げられませんけれ

ども、御理解いただきたいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 上野委員と少し違うのですけれど

も、優先５事業、これは二つの中学校の長寿命

化、それからエアコンを各学校の教室につける、

それから本町の学童の建て替え、それから最終処

分場と、これが五つということで、これからの町

の財政がこんなふうになりますよという資料をい

ただいています。 
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 ところが、９月までにスポーツセンターの基本

構想をつくるという話というのは、これに出てき

ていない。それと、図書館の話は、取りあえずど

こか代替を探すという今説明でしたね。 

 例えばですけれども、今教育委員会が文化セン

ターに入ってますけれども、教育センターがこっ

ちの本庁舎に移ってきて、教育委員会のところで

図書室をつくって借りた本をロビーだとか、そう

いうところを読むだとか、まあそういうことを、

庁内のやりくりでできることがあるのであれば、

こういうこともきちんと示すべきではないのかな

と思うのですけれども、その代替は民間を含めて

という話はされてますけれども、例えば民間を借

りて、そこで改築費だとか、契約何かいろいろし

たりするのにまたお金がかかって、いずれ図書館

ができたときにまたそっちに移っていくという、

それはもったいない話ではないかなという気もす

るのですけれども、この辺は、ライフサイクルコ

ストと言って、図書館なら図書館をつくって一生

８０年間使ったら幾らぐらいの経費になるのかと

か。やはり、誰が見ても今こうしなければ駄目だ

なという数字を表さないと、ああしたいこうした

いという話ばかりが繰り返されているのであれ

ば、結局、我々の先の世代、さらに先の世代にい

ろいろな無駄なお金を払わせることになると思う

のですけれども、焦らないで、一回立ち止まって

考え直すという選択肢はないのですか。何か、と

にかくその長寿命化にしてもそうですけれども、

中学生には悪いですけれども、今取りあえず困っ

ているわけではない、直してあげたいのはもっと

もなのですけれど、そこもいろいろ細かく分けな

がら、ＺＥＢの支援を受けてやるというやり方も

ありそうですから、何か判断を、大型予算を組ん

だ割には、大したその将来に、役に立たないと

言ったら町長怒るかもしれないですけれども、将

来負担が減るという予算内容でもないですから、

立ち止まって考え直すという選択肢はないです

か。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 平松委員からそういう御意見のある

とおり、文化センターも含めてそういうふうに活

用できる部分、歴史館にも図書情報室だとかもご

ざいますけれども、狭い部分もありますけれど

も、まずは、そういう部分で使える公共施設だと

かも考えながら、今現状の地域センターの図書室

のほうは、今使いづらいというようなこともござ

いますので、耐震化もないということもございま

すので、なるべく早く、また既存の公共施設の活

用も考えながら、そういう意味では、今図書館自

体はすぐに建てられないというふうなことでござ

いますので、その代替施設の部分、検討してまい

りたいと考えておりますので、御理解いただきた

いと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 田村委員。 

○田村委員 まず、町長のまずいところは、まず

建設に向けた予算計上がまず今年度ないというこ

と。それからもう一つには、今の図書室、これ同

僚議員いろいろ言ってますけれども、耐震がない

場所で早く見つけますとかと言いますけれども、

予算計上がないということなのです、問題は。見

つけてから補正でのせますという理屈があるかも

分からないですけれども、やっぱり施政方針に基

づいてやる以上は、当初予算にそういうものを計

上していくという姿勢が大事なのですよ。 

 まず、令和５年度ですよね。この施政方針知っ

てますか、町長。５ページ。「町民待望の図書館

とスポーツセンターの基本構想、基本計画に着手

してまいります」と。待望のですよ。それからさ

らに、第５次の総合計画の中には「図書館、ス

ポーツセンター等の社会教育施設整備について

は、町内外に検討委員会を設置し、基本構想、基

本計画を策定してまいります。そして、施設整備

の財源の確保については、計画的に社会教育施設

整備基金へ積み立てていきます」と。教育行政方

針の中には「特に長年の懸案であった図書館につ

いては、町内外に検討委員会を設置し」、これは

先ほどと同じですね、「着手してまいります」

と。ところが、令和６年度の施政方針は、「町民

の声を生かしてつくる七飯町」という町長のかけ

声でありますけれども、その後、町長は、「老朽

化が目立つ社会教育施設については、生涯教育の

推進と利用者の安全を確保する上からも、計画的
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な改修と効率的な整備をしてまいります」。それ

から、１１ページですけれども、「七飯町スポー

ツセンターについては云々」ありまして、「検討

委員会の協議を経て、幅広い世代の町民がスポー

ツに云々」と、こういうことを書いています。あ

とないのです。図書館がいつの間にか消えてい

る。 

 私、視察に行ってまいりましたけれども、図書

館の施設というのは、大まかに心臓部分の書架が

たくさんあった部分と、それからテラスですね。

それから研修だとか会議室、この大体三つに大き

く言えば分かれてしまうのですよ。この民文の計

画見ますと、総事業費が１０億７,０００万円、

これは恐らく立地適正化補助金だと思いますけれ

ども、２分の１ですよ。その半分ですから、５億

３,５００万円補助金として入る。一般財源が１

億３,５００万円、残りが借金ですよね。そうい

うつくりの中になっているのです。それから考え

ると、私は一遍につくるのではなくて、やはりあ

る程度の知恵を絞って、三つから三つに分けてつ

くったらいいのではないですか。まず、平成６年

度については、土地がもう３か所大体町有地決

まっているような場所はあるのですから、そこを

きちんと土地造成するなり、土地の計測するな

り、しっかりと着実にこつこつと進めていいでは

ないですか。三つに分ければ３億円ですよ、１回

目の工事は。そういうふうに財源がないならない

なりの一つの進め方が私はあると思うのですよ。

そこをいろいろな役場の職員同士、知恵を出し

合って、単純に三つに割れば、それはいろいろな

建設の問題出てくるかも分からないですけれど

も、やはりそこはしっかりとうまく連携取りなが

ら、雨漏りがないような形をするとか、そういう

いろいろな工夫をしながら最大限、先ほども出て

ましたけれども、いろいろな暖房の補助金使えば

いいだろうし、考えれば考えるほど私はうまくい

くような気がするのですよね。一遍にどんと建て

るのではなくて、全体計画をつくって、そして町

民とともに三つに分けよう、四つに分けよう、そ

ういう中でこつこつ図書館をつくり上げていきま

しょうで、私はいいような気がするのですよ。一

遍にどんとつくらなければ駄目だという発想か

ら、やっぱり私は抜け出していくべきだと思うの

ですよ。そうすると、建設スケジュールから行く

と、先ほど言ったように土地の確定、測量して補

助金の申請、ずっとこう後ろに行くかもしれませ

んけれども、町民の目に見える図書館建設ができ

るのですよ。ぜひそこをしっかりと町も考えてい

ただいて、町民とともにこういう長年の懸案の図

書館づくりを町民とともにやればいいのではない

ですか。５年かかっても６年かかっても私は構わ

ないと思うのですよ。町民が見て、町民がここま

でできている、もう少しだ、こういう喜びを町民

とともに七飯町は歩くべきだと思うのですよね。

そこら辺の考えどうなのですか、町長。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今、田村委員さんのほうから非常に

そういうアイデアというか、創意工夫というよう

な形の中で取組方も考えれば、何とかそういう事

業が重なっている中でもうまく分散してできるの

ではないかというような御提案もありました。 

 私としても何とかこういう事業自体は、やっぱ

り皆さんが求めているものでもあり、そして前に

向けて進めていきたいというふうには考えている

ところでございますけれども、そういう意味では

今現在は先ほどから説明したとおり、図書館につ

いては総体の事業全体を含めまして、一旦先送り

というふうにして判断させていただいております

けれども、これからもタイミングを諦めずに職員

にも含めて、そういうような有効な補助事業だと

か、あるいはそういう事業の分散した進め方だと

か、そういうような工夫をしながらどうなのかと

いうことも検討させていただきながら、今回は非

常に申し訳ないのですが、図書館については先送

りというような中で、スポーツセンターについて

は今計画を引き続き進めていくというような考え

の中で、それを進めながら全体事業についても、

図書館だけでなくてほかの事業についても、そう

いうような分散して建築する手法だとか、民間活

力を使った建築手法だとか、様々な部分での可能

性を職員共々研究しながら、そういう方向性を見

いだしていきたいというふうに考えております。 

 そういう中で、今回につきましては、図書館の

部分については、公共施設や町内にある施設の活
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用も含めて、再度検討させていただいて、代替施

設のほうを探しながら、そこで安心して本が読め

る、あるいは図書館としてのそこに人が集まれる

というようなものを進めてまいりたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いしたいと

いうふうに思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 田村委員。 

○田村委員 冒頭私申しましたけれども、予算計

上の問題ですよね。要するに、現在の図書室の安

全確保、これ、どうして当初予算でのせなかった

のかということと、それから先ほど言ったよう

に、こつこつとやるためには、土地造成だとか、

土地の測量だとか、きちんとやることはあるので

すよ。そういうことを念頭に置いて、どうして建

設に向けた、そういう下準備の予算を計上しな

かったのかということを、再度聞きたいと思いま

す。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今現在、先ほどから代替施設という

話をしておりますけれども、まだ、ある程度有望

な施設だとか、公共施設も含めて検討している最

中でございますが、その中で、方向性、はっきり

としたものがまだ決まっていないということもご

ざいますので、その部分に関しましては、先ほど

御指摘されていますけれども、後から決まった時

点で補正予算というよりは、当初からというよう

な御指摘もありますけれども、ある程度話がまと

まってきた段階で、御提示していきたいと考えて

おりますので、御理解いただきたいというふうに

思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 田村委員。 

○田村委員 今、町長が答弁している間、図書室

の職員、あるいは図書室に行っている子どもた

ち、あるいは１階にいる社協の職員、こういった

ような方が、耐震のない施設に入っているという

ことですよ。危ないということなのですよ。やっ

ぱりそういう危機管理といいますかね、危険だと

いう、町民が危険だという認識を持って仕事をし

ていただかないと、やっぱり困るのですよね。そ

こら辺の認識はどうなのですか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 私も地域センター何回も行かせてい

ただいて、確かにもう壁も剝がれてきていたり、

躯体自体がもう大分耐震もないというようなこと

で、非常に社協の職員だとか、図書室に通われて

いる子どもさんたち含めて、大変申し訳ないとい

うふうに認識しております。なるべく早めに、そ

ういう部分を対処し、方向性が決まり次第、お知

らせしてまいりたい、予算計上も含めて考えてい

きたいと思っておりますので、御理解いただきた

いというふうに思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 川村委員。 

○川村委員 委員長、すみません。質問ではない

ですけれども、現在今、１６番目の質問をしてい

るのですけれども、この後の１８番目についてな

のですけれども、今、１８番目の問題も、結局聞

きたいことが図書館及びスポーツセンターの建設

の結局先延ばした理由と考え方についてとなって

いるのですよね。先ほど、同僚議員のほうから

も、一般廃棄物処分場の話も含めた中で質問して

まして、それで今現在、町長のほうからも、その

答え今出ているものですから、１８番目の質問に

ついて、もう一回町長のほうで答弁いただいてい

るので、そのときの質問に関しては省略するかど

うかをちょっと、この場で問うてほしいのですけ

れども。 

○川上委員長 今、川村委員のほうから、２０項

目のうちの１８番目の項目についてダブり部分が

かなりあるので、今回の質疑から外したほうがい

いのではないかという提案がございましたけれど

も、いかがですか、皆様。 

 中川委員。 

○中川委員 答弁がダブる部分は実際結構あると

思うので、逆に１８番を削除するということでな

くて、削除になるのだろうけれども、今１６番で

……。 

○川上委員長 いや、削除というのは質疑を削

除。 

○中川委員 質疑を。では、１８番の質疑を今１

６番で一緒にやるということで解釈してよろしい
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ですか。 

○川上委員長 それで、皆さんよろしいでしょう

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 異議なしといたします。 

 では、１６番と１８番、一括して質疑を受けま

す。 

 ほかにございませんか。 

 中川委員。 

○中川委員 スポーツセンターの、先ほどからる

る説明あったのですけれども、この町の優先５事

業以外の関係で、図書館とプールは先送りという

ことをはっきりおっしゃっております。スポーツ

センターについては、基本構想をやっていきたい

ということですけれども、スポーツセンター自体

は、どういう計画を持って考えてこれを進めて

いっているのか。要は基本設計とか、実施設計と

か、工事の、要はこの第５事業に載っているよう

な第６事業になるのか。それともこのどこかの合

間に別で入れてくるのか。 

 結局、体育館に関しては、先送りという言葉が

出ていないので、やるのか、やらないのか、

ちょっとよく分からない状態だというふうに思う

のです。なので、その辺を少し教えていただきた

いなと思います。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今現在、新規の施設については、先

送りさせていただきたいというふうに考えており

まして、体育館については５０年ぐらいたつ、今

現在の耐震性のない建物というようなことで、こ

の５大事業の部分の精査と併せまして、体育館は

優先的にというふうに考えてはいるところでござ

いますが、この年次については、今のところその

基本構想、基本計画を策定している中で、将来を

見据えて適切な時期を考えていきたいというふう

に、今考えているところでございます。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 結局、聞いているほうからすると、

耐震がなくて５０年近くたっているので、体育館

は優先的にやりたいと。優先的にやりたいといっ

たら、すぐやるのかなというふうに感じるのです

けれども。ただ、その辺をある程度はっきりさせ

ないと、結局期待感だけ持って、お金ないけれど

も取りあえず進めていきますよというようなやり

方をしていったら、中途半端なものになってしま

うし、やっぱりやるのであればやるで、お金もか

かるけれどもいろいろな方々と協議して進めてい

かなければならないし、現実的に無理だなという

ような流れがあるのであれば、そこはそこで時期

を見計らってみて、再度計画、優先しなければな

いというのはあるかもしれませんけれども、やっ

ぱり最低でもそこら辺くらいははっきりしたほう

がいいと思うのですけれども。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 すみません、町長。先ほどの１６番

の質問の最初の答弁の中に、町長は９月までにス

ポーツセンターの基本構想をつくりたいと言った

と思いますよ。違いますか。私そういうふうにメ

モしているのですけれども、ちょっと議事録の精

査をお願いできませんか。 

○川上委員長 １５番目で書いてませんか。それ

なら駄目なのですか。 

○平松委員 一番最初の町長の答弁というのは、

基本構想に着手するというふうに我々聞いたので

すけれども、今、同僚議員の質問に対しては、何

かやらないという話ですから、そこが違うのでは

ないかということをちょっと精査してもらいた

い。 

○川上委員長 今、事務局のほうと協議しました

けれども、１６番目での一番初めに町長のほうか

ら、基本構想については、９月までですか、基本

構想を示したいとの答弁はありました。 

 では、中川議員の質疑の答弁から入ります。 

 町長。 

○杉原町長 今ありましたけれども、基本構想、

基本計画は９月までに策定していくというような

中で、そこから今後、その後、基本設計と実施設

計というふうな手順になっていきますので、大体

その部分で３年ぐらいかかるのかなと。基本設計

に１年半とか、実施設計に１年半とかというふう

な、大体スケジュールがかかるのかなというよう

なことで、その後ということなのですけれども、
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中川委員さんのほうもちょっと心配とか懸念され

ているように、そういう事業費の部分で、その部

分、５大事業もあるものですから、その中で５大

事業の部分ではこれだけのものがあって、中期的

に大変厳しいような基金がちょっと取り崩しにな

るようなというような説明をしておりますけれど

も、そこが最低限の話でございまして、それをそ

のようにならないように、何とか行財政改革だと

か、それから事業費の精査だとか含めて、今後事

業の着手できる年次を考えてまいりたいというふ

うに思ってまして、スポーツセンターについて

は、やはり５０年たって今のような状況というこ

ともございますので、それこそ各中学校なども長

寿命化という部分では、外側も見た目というか大

分なっていますけれども、中のやっぱり給水管、

排水管とか、設備関係、暖房用のものとか、そう

いうものも大変厳しい状況になってございますの

で、既存の施設の建て替えについては整備できる

ように、今の財政状況も踏まえながらですけれど

も、きちんと精査した中で計画を立てていきたい

というふうに考えておりますので、御理解いただ

きたいというふうに思います。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 基本構想をやった後に、基本設計、

実施設計という流れになると思うのですよ。町長

おっしゃったように、１年、２年、３年とかかっ

てはいくと思うのですけれども、そういう考えで

よろしいですか。９月に基本構想を策定して、そ

の後、そのまま基本設計、実施設計まで進めてい

くというふうに私はちょっと聞こえたのですけれ

ども、そういう考えでよろしいですか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今、それこそ社会教育施設整備検討

委員会の中で、図書館とスポーツセンターという

中で今来たのだけれども、その中でやっぱり事業

費を見ると、スポーツセンターと図書館と合わせ

るとやはり大分大きなものになってしまうという

中で、ちょっと圧縮をかけさせていただくという

ふうなことで、今の５大事業も含めて全体の事業

の中では、今、新規の事業は先送りさせていただ

いて、現在ある老朽化している施設のほうの建て

替え、長寿命化というようなものを優先させてい

ただきたいという中で、今９月までに基本構想、

基本計画を策定していく予定でございますが、そ

の後に当たっては基本設計、そして実施設計とい

うような形の中で進まさせていただきたいという

ふうに考えておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 それでは、今の答弁、もう一度確認

だったのですけれども、令和６年度に基本構想を

やって、令和７年、８年、９年で基本設計と実施

設計まで進めていくという答弁だったと思うので

すけれども、よろしいですね。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今現在そういうスケジュールで考え

ておりますけれども、まだ全体事業の分、５大事

業、大きいものもあって、その中で十分精査した

上で、慎重に精査しながら、できる限りそういう

ふうに進めてまいりたいというふうに思っており

ます。よろしくお願いします。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 私は今回のこの予算委員会で、いろ

いろな財務のお話とかも聞いた中で、そして今回

この予算の委員会に５大事業の資料が提出され

て、この５大事業も踏まえた中での今の町長の答

弁だというふうに思っていたのですけれども、最

後に確認したところ、これも踏まえてもう一度状

況を見ながらという答弁に聞こえたので、そうな

ると、では結局どっちなのというふうに思わさる

のですけれども、その辺いかがですか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今課題になっているのが５大事業が

あるというようなことで、その中で今の中期の財

政の見通しを見ていくと、基金がそれだけ少なく

なってしまうという可能性がある中で、そこの中

でその５大事業自体を、事業の精査も含めて、今

後毎年度の予算の上での執行における予算の縮減

だとか、そういうもので基金だとかも、なるべく

保てるような形を進めながら、今その基本構想、

基本計画が上がる段階のほうで、それを５大事業

のところの部分に合わせたような形で、スポーツ

センターのほうも事業を進めてまいりたいという

ふうに考えております。 
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 以上でございます。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 さっきちょっと聞き逃したといいま

すか、５大事業の一つの中に、本町の学童クラブ

が建て直しで３億４,０００万円という、これが

５大事業の中の積算に入っているのですけれど

も、一般質問のときには実現不可能だという答弁

をもらっていますけれども、例えば図書館をつく

る前にどこかに代替施設をという、そういうこと

を考えるのであれば、例えばその学童も何とか学

校の中で、アフタースクールという、今回の予算

で審議できることかどうか分かりませんけれど

も、この予算の前提で話をすれば、３億４,００

０万円を入れないで考えていくと、また違うこと

に進むのではないですか。 

○川上委員長 ちょっと平松議員に申し上げます

けれども、今の質疑、１６番目とかけ離れていま

すので。 

 質疑があるならもう一度精査して質疑してくだ

さい。 

○平松委員 予算の説明ですよね。これから先の

予算。５大事業、５大事業と言っているのですか

ら。そのためにお金がないという説明をしている

のであれば、例えばその本町の学童を、学校の施

設を使ってやるという構想ですれば、この５大が

一つ減るのではないですか。そういうことを聞き

たいのですけれど、そういうふうには考えられな

いのですか。 

○川上委員長 ちょっとまだ質疑の内容から

ちょっと離れてますので、もう一度精査してくだ

さい。 

○田村委員 ５大事業がこうだから、ではこれを

学校開放のほうの学校に入れればいいのではない

かという論法ではないのか。 

○川上委員長 よろしいですか。 

 では、質疑のほうをなかったことにいたします

ので、よろしくお願いします。 

 ほかにございますか。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、１６番目についての質

疑を終了いたします。 

 続きまして、１８番飛ばしまして１９番目につ

いての質疑を受けたいと思いますけれども。 

 １７番ですね。１７番目についての質疑のある

方、挙手をお願いいたします。 

 上野委員。 

○上野委員 中学校の長寿命化工事、これは七中

が令和５年から７年、それから大中山中が令和７

年から９年ということで、それぞれ３年かけて実

施するという工事になっておりますけれども、先

ほども私述べましたけれども、これらの事業は、

もう耐震化されている建物をこれから４０年近く

耐用年数を延ばすと、そういう取組の事業だとい

うことですよね。これでいきますと、その事業は

緊急性がある事業ではない。その４０年延ばす事

業はどこに挟んで取り組んでも、ある程度対応で

きる事業ではないかというふうに思うわけです

よ。 

 そうしますと、物事の優先順位ということから

言いますと、図書館、スポーツセンター、耐震性

がなく危険である、そういう施設があるにも関わ

らず、それに優先して、こういう優先順位が考え

てもそう急ぐ必要がない事業を先にやっていく

と。これには、物事の順序として、ちょっと違う

のではないかというふうに思うわけですけれど

も、町長はどう考えておられるのか、その辺につ

いて答弁お願いします。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 七飯中学校については、昭和５１

年、５２年に建設されておりまして、築後５０年

近く経過しているということの中で、耐震化はさ

れてはいるのですけれども、中の水道管だとか、

配管関係、排水管、そういうものが、もう現在、

漏水などにより修繕費も増加しているということ

と、昭和５１年当時の電気暖房、パネルヒーター

というようなことでございまして、大分電気代、

電気量の使用料も多いし、それから不効率という

ようなこともありまして、この長寿命化をするこ

とによって、脱炭素化にもなりますし省エネ効果

というようなことで、学校施設の環境整備が整う

ことから、優先して、施設の老朽化が激しいとい

うようなことから、事業をさせていただくという

ことでございますので、御理解いただきたいとい

うふうに思います。 
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○川上委員長 暫時休憩します。 

 ３時４０分、再開いたします。 

午後 ３時２８分 休憩 

────────────── 

午後 ３時４０分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 １７番に対する上野委員の質疑から始めます。 

 上野委員。 

○上野委員 １７番ですね。先ほどもちょっと触

れましたけれども、七中と大中山中学校の長寿命

化工事、これ非常に大きな事業で、それぞれ２２

億円を超える事業ということになっておりまし

て、七中は令和５年度から７年度の３年間、そし

て大中山中は令和７年度から９年度の３年間でや

るということになっております。 

 この事業は、先ほども触れましたけれども、要

するに耐震化された建物であるけれども、それを

これからさらに４０年近くの使用をできるように

工事をするというものです。 

 それで、先ほど答弁の中で、この事業に今水道

関係だとか早急にやらなければならない事業も含

まれているというような答弁がありましたけれど

も、これについては、この大きな事業であればあ

るほど、それを緊急性のあるものとそうでないも

のと分けながら工事を進めることは可能ではない

かというふうに思うわけです。そうしますと、そ

の工事の合間に、図書館だとかスポーツセンター

だとか、住民の安全性、安全・安心という課題の

ある施設、これを何とか挿入して事業を進める

と、そういう姿勢で取り組めば、できないことは

ないというふうに思うのですが、そういう姿勢で

取り組む考えがあるかないか、それについてお伺

いします。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今、上野委員から御質問がありまし

たけれども、そのような姿勢で、図書館について

は申し訳なかったのですけれども、先送りという

形で話させていただきましたが、スポーツセン

ターの部分に関しましては、そのような形の中

で、今後は今、基本構想を進めておりますので、

その後、先ほどの中川委員さんのほうにもお答え

したように、基本設計、実施設計というような手

続、手順を踏まえた上で、この長寿命化計画の後

に予定を考えておりますので、その後になります

けれども、そういう５大事業も含めた中の精査を

した上で、図書館については先送りさせていただ

きましたが、私自身としては、やはり皆さんの思

いと同じように、何とか図書館自体は七飯町にも

欲しいというのは気持ちはございます。しかしな

がら、今既存の施設のほうの耐震化のないところ

だとか、長寿命化ということで、改修のほうを優

先させていただいて、その中で事業精査をしてい

きたいと考えておりますので、御理解いただきた

いというふうに思います。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 今、町長の答弁では、図書館につい

ては申し訳なかったけれども先送りさせていただ

いたというような言い方をしました。これ、ス

ポーツセンターに比べれば、図書館の建設という

のは今の事業費では１１億円前後の事業ですし、

国からの補助金が半分くらいは出るということに

なりますと、６億円、７億円という町の財政負

担、これは、一つは起債を組んで取り組むとか、

それから基金をある程度の投入によって、このぐ

らいの、６億円前後の負担の事業ということにな

れば、それなりに工夫、努力することによって、

実施することができるのではないかというふうに

思うのですが、町長はそういう努力をする姿勢は

ないのかお伺いします。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 努力はしていきたいというふうに考

えておりますけれども、今はまず、今緊急的に、

本町地域センターのほうの社会福祉協議会さんも

入っていますが、そこの図書室も不便をさせてい

るということもございますし、代替施設としての

図書室の有効活用、そしてより一層皆さんが使い

やすいような部分でのソフト事業の充実だとか、

既存の図書室機能の充実を図りながら、将来に向

けて、図書室の整備についても念頭に考えていき

たいというふうには思っておりますが、今のこの

事業の部分におきましては、大変申し訳ございま

せんが、新規施設に関しましては様子を見させて

いただいて、先送りをさせていただく中で、全体
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の事業を考えていきたいというふうに思っており

ますので、御理解いただきたいというふうに思い

ます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしということですので、１７番

については、質疑を終了いたします。 

 次に、１９番について、質問のある方の挙手を

お願いいたします。 

 中川委員。 

○中川委員 １９番、大沼湖畔駅伝ということ

だったのですけれども、冒頭の答弁ではペアで走

る競技も好評だったということですけれども、大

沼湖畔駅駅伝といったら、何かちょっと観光地感

もありながら、大沼というその湖畔を回りながら

というところで、非常にイメージがいい駅伝だと

思います。 

 コロナの前は、いろいろな高校、全道各地域の

高校だとか、道外からも春先の挑戦する場とし

て、大沼湖畔駅伝というのを結構言ってる方、学

校が多かったのですけれども、昨年、コロナの場

合は仕方なかったのですけれども、ペア駅伝とい

うことで、実は私の知ってるところも、大沼湖畔

の駅伝に出ようという、学校としてですね、そう

いう声が何校かあったのですけれども、やっぱり

ペアだと駅伝なのかなというところがあったの

で、違う地域の大会に参加するというところが多

かったのです。今回ハイブリッド型ということ

で、課長のほうからもあったのですけれども、

やっぱりこの大沼湖畔駅伝というところを、もっ

と外部に、外部から参加してもらえるような気持

ちで取り組んでいったほうがいいのではないかな

というので、ちょっと今回ここに付け加えさせて

いただいたのですけれども、その点についていか

がですか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 大沼湖畔駅伝につきましては、毎年

といいますか、これまでも、ちょうど大沼の観光

シーズンが始まるゴールデンウイークの前に開催

していただいて、そういう部分でいくと、大沼の

ＰＲ、最初のシーズンの始めのＰＲにもなります

し、地元やそういう全道からも参加していただい

ていたという経過もありますし、本来であれば、

委員がおっしゃっているような、駅伝大会として

従来どおり開催したいというようなことでござい

ますけれども、３年間のコロナの期間もあって、

そしてまた今少子化のこともあって、クラブ活動

の部分も、優秀なそういう陸上とかを進めている

学校にあっては、選手はそろっているものかなと

いうふうには思いますけれども、結構全体的なお

話でいくと、部員数がなかなかそろわなくて、従

来の駅伝大会というような人数を４名とか５名と

かというふうに集めるとすると、なかなか参加さ

れる地元からの参加者が少なくなってしまうとい

うような配慮をした上で、昨年コロナ明けで再開

した折には、道南陸上競技協会のほうで、まずは

参加者が参加しやすいような形の中で始めようと

いうことで、本来の駅伝大会と言えるのかどうか

分かりませんが、ペアの大会というような形で、

昨年、まずは参加、地域から参加を募ろうという

ような形で実施、再開されたというようなこと

で、道南陸上競技協会のほうも、やっぱりそうい

う駅伝としての本来の大会を目指してはいること

は一緒なのですけれども、まずはこの駅伝大会自

体を、参加者を募って、まずは大会を成功させる

という意味で、このような試みで、昨年からペア

の駅伝の実施というふうなことで実施させていた

だいたというようなことですので、今後、この実

施方法の経過を見極めながら、そういう本来の大

会ということも視野に入れながら、十分に関係者

と話合いをしながら進めてまいりたいというふう

に考えております。 

 それと、次年度以降も今のところペア駅伝大会

で開催したいというようなことですけれども、そ

ういう部分に関しましても常に意見交換しなが

ら、やはり全国的な駅伝という形の中で本来のた

すきをつなぐというふうなことですので、そうい

うものを目指しながら、地元の参加者を募りなが

ら、そしてまた従来のようにこの地域外からも参

加いただけるような大会をつくれるような方法

を、協議していきたいというふうに思っておりま

すので、この部分に関しては、やはり道南陸上競

技協会というのは、やはりそういうノウハウもあ



 － 43 － 

りますし、そういう大会の実績もございますの

で、そこと十分協議して、大沼でもどのような大

会ができるかということは常に話合いをしながら

進めていきたいというふうに思いまして、今のと

ころは、前回ペアでやったものですから、今年度

もペアで予定していますし、次年度もペアでやり

たいというような形はあるのですが、そういう部

分はまた話合いをしながら、また検討していきた

いというふうに思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしということですので、１９番

目についての質疑を終了いたします。 

 次に、２０番目について、質問のある方の挙手

をお願いいたします。ございませんか。 

 中川委員。 

○中川委員 ２０番目ということですけれども、

先ほどからもありますけれども、この５大事業

と、あと図書館、体育館、プールということと、

そのほかに地域センターとかいろいろな、そのほ

かのことも出てきている中で、この１０年間の推

計を見ていくと、ちょっと財政上といいますか、

現実的には大変厳しい状態だなというのが出てき

ていると思います。これに対して、やはり建物を

やらなければない建物だと、お金のかかることは

たくさん出てきますけれども、財源の取組、行財

政改革だとかそういったものでも、町長は先日の

議会でもそういう答弁していますけれども、現実

的に財政課で質疑させていただいたときにも、職

員といったらあれですけれども、事務レベルとい

うのですか、事務レベルとしてはやっぱりやれる

ことはやってきているし、この先もやれることは

考えていくということだったのですけれども、

私、これ本気でこの５大事業プラスアルファの

様々、図書館、体育館、プールだとか、本気でや

る気があるのであれば、政策的な削減だとか事業

の見直し、あとは財源の確保、政策的に打ち出さ

ないとなかなか難しいのではないかなというふう

に思うのですけれども、その点についていかがで

しょうか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 今、中川委員からお話が、御意見が

あったように、まさにそういう状況だというふう

に思います。 

 ５事業の事業費の見直しや圧縮はもとより、通

常経費である町の一般歳出の事業の削減、見直し

を含めて、検討していかなければなりませんし、

また、財源の確保という意味では、この事業をや

るに当たっては、やはり有効な補助率の高いもの

だとかを見いだしながら、財源の確保と、それか

ら歳出のそういう精査による削減だとか、という

ようなことは、職員全体がそういうのを認識し

て、みんなでもって、そういう削減努力をしてい

かなければならないというふうに考えております

し、また、建築に関しても建築手法の検討だと

か、あとは、先ほどもアップル温泉の関係も出ま

したけれども、そういう指定管理者制度に移行す

るだとか、例えば直営事業の民営化も含めて、そ

ういうものもきちんと精査して、住民サービスの

低下につながらないようなものであれば、進めて

いくような判断も、これからもしていかなければ

ならないというふうに考えておりますので、先ほ

ど１回目の答弁でもあるように、職員一人一人が

そのことを認識して、緊張感を持って今後のまち

の財政、それから人材の育成もそうだというふう

に思います。そういうものも合わせながら、町政

の健全的な財政の改善だとか、そういうものに取

り組んでまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 取り組んでいくということですけれ

ども、冒頭の答弁でも、なるべくなくては困る事

業を残すというようなことで進めているというこ

とですけれども、ただこの事業の進めている中で

も、例えばこの大型事業一つにしても進め方、先

ほどとちょっとかぶってしまいますけれども、民

間に対しては、このゼロカーボンの話でも、民間

が建てるときはＺＥＢ化でやってくださいとか町

のほうで言ってみたり、町でも公共施設の建て直

しはＺＥＢ化を推進しますよと言ってみたりし

て、やってみたり、ただ財源の関係が出てくると

できなくなると言ってみたり、一方ではソフト事
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業ですけれども、活力あるまちづくり補助金を４

００万円に上げたりとか、上げるのが悪いわけで

はないですよ、それは必要性があるのであればい

いのですけれども、ちょっとそういう全体的な根

本的な姿勢が、どっちなのだろうというふうに思

わされる予算がたくさん出てきていたもので、な

のでやっぱりこの財政推計を見た中で、やっぱり

本当は町長が、要は町長として、トップとして政

策的な動きというのをやっぱり職員に表していか

なければ困るのではないかなと。職員任せではな

くて、やっぱりトップの判断でこの財政を動かし

ていくというのは、増やしていく分には誰も文句

は言わないのですけれども、やっぱり削っていく

分には本当にトップの判断でやっていくというこ

とでならないとなかなか大変なことだと思うので

すね。ですから、そこは町長もいろいろな公約を

掲げていると思いますけれども、一番困るのは誰

が町長をやっても今の時期は建物を建てられな

い。これは一番簡単なのですよ。でもその状況と

いうのはみんな分かっていて町長を目指されたと

思うのですよ。そうなると、その中でいくと、こ

ういう５大事業だとかほかに様々な事業がある中

で、そういう政策的に財源の確保、見直しをやっ

ていかなければない、これをやるということは

やっぱり町長に対しても、議会に対しても、もし

かしたら削られた方々は不満を言う。そういうこ

ともあるかもしれない。でも、七飯町として将来

はきちんと考えていくのであれば、今やらなけれ

ばないというものはしっかり当初に反映させる、

せめて考え方も反映させるというものを入れてい

かないと、これずっと曖昧な状態でいったときに

は何もできない、もしくは先延ばし先延ばし、も

しくは中途半端なものが出来上がったりと、そう

いうことにしてほしくないので、やっぱりそこの

町長の考え方はしっかりと持って取り組んでいき

たいのですけれども、いかがでしょうか。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 私の考え方といたしましても、やは

り今の七飯町自体は人口減少には入っております

けれども、地域によってはまだまだ子どもさんた

ちも、児童生徒数も多い場所だとかもあって、特

に大中山だとか七飯の中学校を含めて、まだまだ

児童生徒数の激減というのはないということの中

で、やはり５０年近くたつ教育施設、中学校の長

寿命化だとかというのは、一番大事な施策だとい

うふうに思っておりますし、何よりも地域が活性

化するという部分におきましては、多世代交流と

いうような中で、子育て世代だとか子どもさんた

ちが元気に遊び回る中で、高齢者の方々も自分の

趣味を見いだしながら、多世代で触れ合って地域

が活性化になるということが一番大事なことだと

いうふうに考えております。 

 その中で、やはり今集中して必要なことは、教

育施設のきちんとした整備でもございますし、今

後七飯町として移住・定住施策だとか、そういう

ものも進めていく中で、やはり子育て世代へのそ

ういう支援、直接的なこういう学校の施設の環境

だとか、保育所だとか学童だとか、そういう基盤

がなければ、まちとしての人の生活においての基

盤というか、それがあって初めてまちのにぎわい

があるのかなというふうに考えているところでご

ざいまして、その上で、そこを重点にしながら、

今後、文化・スポーツというような形の中で、皆

さんが七飯町で暮らして本当に住んでよかった、

また住んでみたいというような人を呼び込むよう

な施策につなげていきたいというふうに考えてお

りますので、まだまだ、七飯町はまだまだ進化し

ていくという上では、北海道新幹線の札幌延伸も

ございますし、縦貫自動車道の七飯インターチェ

ンジの開業も今後あるというような中で、経済の

活性化も含めて、その上ではやはり生活施設、学

校のこういう施設の整備が重要だというようなこ

とから、今現在は義務教育施設の整備と子育て施

設の部分、それから、生活関連ではやはりごみ処

理場のきちんとした処理場の確保というような部

分を重点施策として進めていきたいというふうに

考えておりますので、この部分をしっかり職員に

も伝える形の中で、職員一人一人がその意識を

持ってまちづくりに取り組めるように発信してま

いりたいというふうに思っておりますので、御理

解いただきたいと思います。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 すみません、私が聞きたかったのは

そこではなくて、町長がいろいろそういう重点施
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策というのでやるというのは分かっているのです

よ、５大事業もそうですし。そうではなくて、そ

れの財源をどうやって確保するのかということを

私聞いていて、職員のほうも事務方レベルでは、

財政課長の答弁でも、これまでもしっかりそうい

う取組してきたし、これからもやっていくという

ことですけれども、事務方レベルだとやはりこう

いう大型事業をこなしていくまでの、そういう覚

悟というのははっきり言って不可能だと思いま

す。そこで、政策的に町長が考えている事業の見

直しだとか、財源の確保という、そういったもの

を政策的な考え方を教えていただきたいと。その

事業をやるというのはこれは分かっていますので

いいです。それをやるために、どうやってお金を

引っ張って、引っ張ってという言い方はちょっと

あれですけれども、財源を確保して、そして見直

すところを見直したりとかということを聞いてい

るので、その辺をお願いいたします。 

○川上委員長 町長。 

○杉原町長 その財源の確保という部分におきま

しては、例えば事業を行う際には補助金の確保も

ありますし、それから事業の中には地方交付税に

算定されるものもございますので、そういうもの

を優先的に行うということと、それから町税の確

保という意味では、七飯町の企業さん、固定資産

税も含めて、そういう人口の張りつきだとか住宅

の着工だとかというような部分での町税の確保。

そして、一番今大きいのは、やはり行財政改革と

いった部分では、行革の中で何をやめて何を残す

かとか、そういう部分が一番判断が、それはトッ

プの判断になるというふうに思います。その上

で、民間でできるものに関しては民間に委任する

とか、指定管理者制度もそうですけれども、そう

いうような直営施設だとかを住民サービスの部分

と、それから経費削減の部分とそれを見比べなが

ら、行財政改革の中で直営している施設、例えば

大中山保育所だとか、それからアップル温泉だと

か、ぽぽろ館も指定管理してますけれども、そう

いうものも例えば完全民間移行だとか、それから

指定管理者に移行だとか、そういうような選択肢

もあるかというふうに思うのですよね。そういう

ものも今後、これまでも行革委員会というのはあ

るのですけれども、そこの部分ももう一度、機能

をきちんとするように、その部分をきちんと今後

進めてまいりたいというふうに思います。 

 そういう意味で、歳出の削減だとか、それから

財源の確保というようなことに結びつけていきた

いというふうに思いますし、事業の年間の予算に

つきましても、執行に当たっては当初予算で見積

もりしたもので載せてございますけれども、執行

に当たってはきっちりと精査して、入札だとかそ

ういうものをする中で、不用額だとかを出しなが

らそれを基金に積み立てるだとか、そういうよう

なトータル、総合的な部分での見直しというか、

そういうものを職員と一緒に考えていきたいとい

うふうに思いますので、御理解をいただきたいと

いうふうに思います。 

 それで、そういう部分で私自身が、その先頭に

立って今後の行財政運営に全勢力を傾けて進めて

いきたいというふうに考えておりますので、御理

解をお願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、なしということなの

で、以上で、町長への総括質疑を終了いたしま

す。 

 町長、副町長、教育長、大変御苦労さまでござ

いました。 

 退席のほう、よろしくお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ４時１０分 休憩 

────────────── 

午後 ４時４９分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 会議規則第８条第２項の規定によりまして、本

日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ

延長いたします。 

 暫時休憩します。 

午後 ４時４９分 休憩 

────────────── 

午後 ５時２５分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、再
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開いたします。 

 それでは、町長総括も終わり、全課にわたる聴

取も終了いたしたということで、皆さんよろしい

でしょうか。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、討論・採決を行いま

す。 

 それでは、議案第４号から第９号まで、１件ず

つ討論・採決いたしますので、よろしくお願いを

いたします。 

 確認でございますが、少数意見の留保がある方

がおりましたら、採決が終わってすぐに、次の議

案の討論に入る前に、少数意見の留保をしたい旨

を申し出てください。 

 次の議案の討論に入った場合には、少数意見の

留保ができませんので、お間違いのないようによ

ろしくお願いをいたします。 

 それでは、１件ごとに採決をいたします。 

 議案第４号令和６年度七飯町一般会計予算の討

論を行います。 

 討論のある方、まずは反対討論でお願いいたし

ます。 

 上野委員。 

○上野委員 反対討論をいたします。 

 令和６年度の一般会計予算案に反対の討論をさ

せていただきます。 

 令和５年度の施政方針で、町長は町民待望の図

書館とスポーツセンター、基本構想、基本計画に

着手してまいりますと述べておりました。計画に

なかった五つの事業を、その後、優先させて取り

組むという方向を町長は打ち出しておりますが、

これは公約違反に当たると思います。 

 この五つの事業のうち、小中学校へのエアコン

の設置、また、本町学童クラブの建設については

緊急性があるとしても、中学校の長寿命化工事、

耐震性のある建築物を今後４０年ももたせるため

の工事であり、特に緊急性はないと考えます。 

 また、仁山の一般廃棄物最終処分場は、令和１

１年まで埋立てが可能である施設を、令和１４年

まで延命させるという工事であり、緊急性のある

工事ではないと思います。 

 一方、現在の図書室は、地域センターの２階に

ありますけれども、地域センターは老朽化し、耐

震性もなく、耐用年数５０年を４年もオーバーし

た危険な建築物となっており、七飯町も中に入っ

ている図書室や社会福祉協議会に、この地域セン

ターからほかに移転するようにと促しているとい

うことであります。 

 また、スポーツセンターも耐震性がなく危険な

建物となっております。しかし、今、年間４万人

もの町民が利用している状況となっているわけで

す。町長の計画だと、このスポーツセンターにつ

いても、また、図書館の建設についても、峠下の

一般廃棄物最終処分場の工事が完了後、それは令

和１２年以降ということになりますが、そういう

後にこうしたと事業をやろうというふうな方向を

打ち出しております。 

 住民の安心・安全、これを優先させるという立

場からすると、こういう社会教育施設、これを優

先しないで後に追いやるという町長の財政運営に

ついては反対せざるを得ないというふうに思いま

す。特に七飯町議会として、このような公約違

反、それから住民の安全・安心、これを無視した

事業の進め方、これには賛成するわけにはいきま

せんので、反対を表明いたします。 

 以上です。 

○川上委員長 それでは、次に賛成討論を許しま

す。 

 池田誠悦委員。 

○池田委員 私は令和６年度予算に対しまして、

賛成の立場から意見を申させてもらいます。 

 予算を何日間にわたり審議しましたけれども、

この件に対しまして、やはり理事者側からは防災

政策、それから活用あるまちづくり、中学校の長

寿命化等々の予算が計上されると思っておりま

す。そして、一般廃棄物の処分場に関しても、急

遽ではなく前々から来た問題でありますし、そし

てまた、子どもたちの学童だとか待機児童、そう

いうものに関してもしっかりした予算を持って

やっております。そして、また大型事業というこ

とで今年から   だとか、そういうものの事業

をやって、大変苦しい予算ではありますけれど

も、しっかりした予算だと思っておりますので、

私は賛成の立場で意見を述べさせてもらいます。 
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 以上です。 

○川上委員長 次に、反対討論を許します。 

 田村委員。 

○田村委員 令和６年度予算案に反対の立場で討

論に参加してまいりたいと思います。 

 まず、一つ目でございますけれども、活力ある

まちづくり補助金への対応でございます。まず、

条例の不備があった。これは返還等の文言が欠け

ているにもかかわらず、我々が指摘するまで改正

がなかった。これは非常に大きな問題でありまし

て、支出する側が当然、返還等の文言を入れるの

は当然なことでありますけれども、それが明確化

されていなかったことであります。 

 それから、二つ目でございます。ななえあかま

つ街道納涼祭補助金についてでございます。 

 これについては、るる討論の中でもありました

けれども、補助金の明確化、いわゆる２分の１

ルールの規定が明確化されていないまま、予算計

上があった。このことは、町民相互の公平・公

正、この考え方にそぐわないものと私は考えてお

ります。 

 三つ目は、私が質問いたしましたけれども、現

在の図書室、これについて移転の予算計上が当初

なかった。これについては、民生文教常任委員会

でも危険なものについては、外部の検討委員会に

おいて早急に答えを出して、安全を守るべきだと

いうことで申しておりましたけれども、残念なが

ら、図書室に移転の当初予算の予算計上がなかっ

た。 

 それからもう一つには、図書館建設でありま

す。総事業費１０億円、私が先ほど申したのは、

３分割、４分割にしながら、状況に応じてしっか

りと早急に経費は最低限につくるべきだという考

え方でるるお話ししましたけれども、町長の考え

方は、新規事業はということでなかなかいい返事

がもらえなかった。これはやはり私の３分割の話

であるとか、そういうものについては、町は真剣

に検討して、こういう検討をしたけれども、なか

なか難しいというような回答ならまだ分かります

けれども、全く新規事業については、新築につい

ては、そういったような逃げ腰といいますか及び

腰の町政を運営するということに対して、やはり

厳しくきちんと対処すべきだというふうに、私は

考えております。 

 以上をもちまして、令和６年度予算案の反対、

これにつきまして、今述べたような内容で、反対

の意思を表示いたします。 

 ありがとうございます。 

○川上委員長 それでは、次に賛成討論を許しま

す。討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 なしといたします。 

 討論を終わります。 

 これより、起立により採決を行います。 

 議案第４号令和６年度七飯町一般会計予算を原

案のとおり可決すべきものと決することに賛成の

委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○川上委員長 起立少数でございます。 

 よって、議案第４号令和６年度七飯町一般会計

予算は否決されました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ５時３４分 休憩 

────────────── 

午後 ５時３５分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 それでは次に、議案第５号令和６年度七飯町国

民健康保険特別会計予算の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 討論を終わります。 

 それでは、これより採決を行います。 

 議案第５号令和６年度七飯町国民健康保険特別

会計予算を原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号令和６年度七飯町国民健康

保険特別会計予算は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 それでは次に、議案第６号令和６年度七飯町後

期高齢者医療特別会計予算の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 討論を終わります。 
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 これより、採決を行います。 

 議案第６号令和６年度七飯町後期高齢者医療特

別会計予算を原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号令和６年度七飯町後期高齢

者医療特別会計予算は原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 次に、議案第７号令和６年度七飯町介護保険特

別会計予算の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第７号令和６年度七飯町介護保険特別会計

予算を原案のとおり可決すべきものと決すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号令和６年度七飯町介護保険

特別会計予算は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 次に、議案第８号令和６年度七飯町水道事業会

計予算の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第８号令和６年度七飯町水道事業会計予算

を原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号令和６年度七飯町水道事業

会計予算は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 次に、議案第９号令和６年度七飯町下水道事業

会計予算の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 討論を終わります。 

 これにより、採決を行います。 

 議案第９号令和６年度七飯町下水道事業会計予

算を原案のとおり可決すべきものと決することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号令和６年度七飯町下水道事

業会計予算は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 以上で、採決を終わります。 

 次に、報告書に記載する事項についての協議を

いたします。 

 議案第４号から議案第９号までの、令和６年度

一般会計予算、各特別会計予算及び企業会計予算

に係る報告書に記載する事項について、各委員の

発言を求めます。ございませんか。 

 川村委員。 

○川村委員 委員長、副委員長に一任いたしま

す。 

○川上委員長 今、川村委員のほうから、委員

長、副委員長に一任という発言がございました

が、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 御異議なしということで、委員

長、副委員長に一任させていただきました。 

 次の委員会は、つまり報告書のまとめといたし

まして、３月２１日木曜日午前１０時から開催し

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、次回の委員会は３月２１日木曜日午前

１０時から開催することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 第９回予算審査特別委員会は、これをもって終

了したいと存じますが、これに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、第９回予算審査特別委員会は、これを

もって終了いたします。 

 御苦労さまでございました。 

 

午後５時４０分 散会 
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